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雍
正
期
よ
り
、
台
湾
で
徴
収
し
た
正
供

(地
租
)
の
余
剰
米
穀
や
政
府
が
買
い
付
け
た
米
穀
を
、
倉
儲
と
し
て
福
建
内
地

へ
運
送
す
る
こ

と
を
台
運
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
よ
り
、
台
湾
は
福
建
に
米
穀
を
供
給
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
大
陸

の
流
通
体
系
を
通
じ
、
福
建
倉
儲
か
ら
浙
江

等
の
別
省

へ
も
米
穀
を
供
給
す
る
穀
倉
地
に
な

っ
た
。
ま
た
、
台
運
米
穀
は
、
福
建
に
お
い
て
は
、
米
価
を
は
じ
め
と
す
る
物
価
を
安
定
さ

せ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

一
方
、
台
湾
は
、
台
運
を
通
じ
、
大
陸
の
経
済
社
会
と
結
ば
れ
、
農
産
物
の
商
品
化

を
発
展
さ
せ
て
い
っ

た
の
で
あ
る

(-)。

中
国
の
歴
代
王
朝
は
、
海
賊
に
資
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
の
で
、
米
穀
の
海
上
運
送
に
厳
し
い
制
限
を
設
け
て

い
た
。
『
清
実
録
』

で

は
、

こ
れ
を
海
禁
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、
福
建
の
食
糧
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、
台
湾
米

の
供
給
が
必
要
と
な
る
た
め
、
海
を
渡
る
米

穀
運
送
の
台
運
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
中
で
、

こ
の
よ
う
な
恒
常
的
な
米
穀

運
送
は
未
曾
有

の
こ

と
で
あ
る
。
海
賊

へ
の
援
助
を
恐
れ
る
清
朝
政
府
は
ど
の
よ
う
に
米
穀
の
海
上
運
送

の
安
全
性
を
確
保
し
て
い
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ

の
遂
行
を
見
て
み
る
と
、
年
額

(年
ご
と
の
総
額
)
が
多
い
た
め
、
自
前

の
運
搬
手
段
を
持
た
な
い
清
朝
政
府
は
、
台
湾
海
峡
を
往
来
し
て

沿
岸
貿
易
を
営
む
民
間
の
商
人
や
船
戸

(海
運
業
者
)
の
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
実
施

の
当
初
よ
り
、
台
湾

.
福
建

間
の
往
来
商
船
に
運

賃
を
与
え
て
米
穀
を
割
り
当
て
て
福
建

へ
運
搬
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
採
る
よ
う
に
な

っ
た
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
商

船
の
官
穀
運
送
を
清

清
代
中
期
に
お
け
る
台
運
体
制

の
実
態

に

つ
い
て
の

一
考
察

は

じ

め

に

高

銘

鈴



朝
政
府
は
ど
の
よ
う
に
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
解
明
は
清
朝
の
海
洋
支
配
の
あ
り
方
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
施
策
の
断
行
に
よ
っ
て
民
間
商
船
は
運
搬
船
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
台
運
体
制

に
お
い
て
は
、
清
朝
政
府
が
こ
の
運
搬
船
を
如
何
に
確
保
す
る
の
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
正
口

(福
建

へ
の
指
定
渡
航
港
)
に
入

港
す

る
商
船
の
確
保
は
台
運
体
制
を
維
持
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ

っ
た
。
こ
の
入
港
商
船

の
多
寡
が
台
運
体
制
の
安
定
を
左
右
す
る
カ

ギ
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
沿
岸
港

口
の
商
船
活
動
は
台
運
体
制

の
存
続
に
緊
密
な
関
係
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
乾
隆
末
期
よ
り
、

大
陸
東
南
沿
岸
に
お
い
て
、
海
賊
事
件
が
多
発
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
台
運
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の

及
ぶ

限
り
で
は
、
こ
の
よ
う
な
商
船
の
沿
岸
活
動
と
台
運
と
の
関
連
に
対
す
る
研
究
は
未
解
明
な
と

こ
ろ
が
多
い

。
そ
れ
を
解
明
す
れ

ば
、
当
時
の
商
船
活
動
の
実
態
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
台
湾
海
峡
を
挟
む
両
岸
に
お
い
て
、
元
々

大
陸
国
家
と
言
え
る
清
代
中
国
が
、
こ
の
台
運
体
制
を
通
じ
、
ど
の
よ
う
に
沿
岸
貿
易
を
営
む
商
船
を
支
配
し
て
い
た

の
か
と
い
う
疑
問
も

解
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
乾
隆

・
嘉
慶

の
清
朝
中
期
を
中
心
に
、
商
船
遭
難
時
に
お
け
る
米
穀
賠
償
問
題
と
台
運
と
の
関

連
、
台
運
と
沿
岸
各
港
の
陋
規
徴
収

・
密
輸
と
の
関
連
、
海
賊
事
件
と
の
関
連
等

の
諸
問
題
に
注
目
し
、
台
運
と
商
船

の
商
業
活
動
と
の
関

連
を
考
察
し
、
台
運
体
制

(商
船

の
米
穀
運
送
)
の
歴
史
的
意
味

・
沿
岸
貿
易
及
び
清
代
中
国
の
海
洋
支
配
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
清
朝
政
府
は
台
湾
正
口
に
お
い
て
海
運
貿
易
を
行
う
商
船
に
米
穀
を
割
り
当
て
て
こ
れ
を
福
建
内
地
に
運
送
さ
せ
て
い

た
。
こ
の
体
制
を
維
持
す
る
た
め
、
政
府
は
商
船
の
運
行
を
掌
握
し
、
米
穀
紛
失
時
の
対
処
策
を
練
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、

当
時

牙
行
と
呼
ば
れ
た
国
家
公
認
の
商
人
組
織
の
商
船
保
証
制
度
に
頼
る
し
か
な
か

っ
た
。
こ
の
牙
行
は

一
般
に
行
保
と
呼
ば
れ
た
が

、

一

台
運
体
制
下
の
商
船
遭
難
時
の
米
穀
賠
償
問
題



こ
れ
は
、
牙
行
が
船
戸
の
身
元
を
保
証
し
、
客
商
の
為
に
船
戸
を
紹
介
す
る
と
同
時
に
船
戸
の
行
為
に
責
任
を
負
う
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た

た
め
で
あ
ろ
う

(、v。

で
は
、
台
運
米
穀
搭
載
時
に
お
け
る
行
保

・
船
戸
の
責
任
分
担
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
、

一
例
を
挙
げ
て
み

て
み
よ
う
。
台
湾
中
央
研
究
院
刊
行
の

『
明
清
史
料
』
庚
編
、
第
八
本
、
七
〇
五
頁
、
乾
隆
五
年
七
月
七
日
の
兵
部

「爲
内
閣
抄
出
閲
漸
総

督
徳
奏
」
移
會
に
、

音
江
縣
口
戸
陳
呉
勝
船
隻
、
在
毫
配
運
兵
米
出
口
、
遭
風
瓢
越
呂
宋
盗
費

一
案
。
縁
恵
邑
民
人
張
清
、
本
姓
陳
、
頂
駕
伊
父
遺
下
原
領

晋
江
縣
照
票
牌
名
陳
呉
勝
商
船

一
隻
、
配
舵
水
蒋
伊

・
陳
同

・
施
偉
等
共
三
十
人
。
於
乾
隆
元
年
八
月
十
四
日
、
在
度
門
糠
行
保
呉
南

珍
保
結
、
運
載
軍
工
木
料
往
毫
、
経
文
武
沃
口
鮎
験
。
適
縁
張
清
患
病
不
能
管
駕
。
口
口
口
頂
替
、
往
墓
將
船
料
交
緻
明
白
。
於
十

一

月
十
六
日
在
毫
配
載
兵
口
口
口
、
並
自
買
褒

・
豆

・
油
渣
餅

・
落
花
生
等
物
、
経
在
皇
行
保
郭
萬
盈
口
口
、
由
鹿

耳
門
泓
鮎
験
出
口
。

十
七
日
放
洋
、
遭
風
失
脆
、
船
隻
被
瓢
、
於
十
二
月
初
六
日
至
呂
宋

一
老
寄
地
方
、
滝
死
水
手
李
進
等
五
人
、
牌

照
倶
失
、
其
兵
米
及

凄
豆
在
船
未
失
。
誼
蒋
伊
不
將
載
運
兵
米
被
瓢
縁
由
、
稟
口
番
官
、
給
照
運
回
。
遂
起
意
串
通
陳
同
、
施
偉
等
檀

將
官
米
私
行
口
費
番

銀
二
百
員
、
將
五
十
員
為
給
照
費
用
、
共
絵

一
百
五
十
員
、
…
…

(船
員
)
各
分
十
員
、
散
居
覚
食
。
…
…
口
兵
米
二
百
石
時
債
二
百

二
十
両
、
又
運
費
銀
二
十
両
、
共
二
百
四
十
両
。
…
…
船
戸
張
清
、
即
陳
呉
勝
、
催
呉
二
頂
替
、
合
照
漁
船
舵
水
人
等
誰
名
頂
替
杖
八

十
、
徒
二
年
、
係
商
船
加

一
等
、
杖
九
十
、
徒
二
年
。
…
…
壼
湾
漢
甲
林
瑞
、
係
機
雇
口
口
駁
載
米
石
運
交
大
船
、
並
非
保
載
、
亦
不

知
情
、
…
…

(船
員
)
等
十
三
人
家
産
、
限

一
月
内
攣
追
完
補
。
途
限
無
完
、
着
落
壷
度
行
保
呉
南
珍
、
郭
萬
盈
名
下
各
半
分
賠
。

と
あ
る
。
乾
隆
元
年

(
一
七
三
六
)
に
晋
江
県
所
属
の
船
戸

・
陳
呉
勝
と
い
う
も
の
の
商
船
が
、
台
湾
鹿
耳
門
で
兵
米

の
運
搬
を
依
頼
さ
れ
、

福
建

へ
の
帰
航
の
途
中
で
呂
宋

(今
の
フ
ィ
リ
ピ

ン
)
に
漂
着
し
、
当
地
に
お
い
て
載
せ
て
い
た
兵
米
を
売
り
出
し
、
経
費
に
当
て
た
と
い

う
事
件
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
清
朝
政
府
は
兵
米
を
売
り
だ
し
た
船
員
た
ち
に
官
米
の
弁
償
を
命
じ
た
。

こ
の
商
船
を
所
有
し
た
船
戸

張
清
は
こ
の
航
海
に
出
て
い
な
か

っ
た
た
め
、
官
米
の
賠
償
責
任
が
な
か

っ
た
が
、
厦
門

行
保
呉
南
珍
と
台
湾
行
保
郭
萬
盈
は
こ
の
商
船
に

対
す
る
身
元
保
証
人
で
あ
る
た
め
、
官
米
弁
償
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
清
朝
政
府
は
こ
の
行
保
と
商
船

の
保
証
関
係
を



利
用

し
、
運
送
途
中
で
の
米
穀
流
失
時
の
保
障
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
事
件
は
商
船
の
遭
難
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、

載
せ
た
官
米
が
流
失
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
漂
着
地
で
は
、
船
員
達
は
政
府
の
許
可
を
得
ず
、
政
府
所
有

の
米
穀
を
売
り
だ
し
た
が
、

こ
れ
は
官
物
の
窃
盗
罪
に
当
た
る
こ
と
と
な
る
。
商
船
関
係
者
の
船
員
達
と
福
建

・
台
湾
両
岸
の
行
保
が
こ
の
米
穀
に
対
し
て
責
任
を
負

っ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
清
朝
政
府
は
こ
の
保
証
関
係
を
通
じ
て
商
船

の
活
動
を
掌
握
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
当
時
、
行
保
と
船
戸
は
賠
償
問
題
が
生
じ
た
際
、
そ
の
負
担
を
両
者
に
負
わ
せ
る
と
い
う
形
に
な

っ
て
い
た
。

当
初
、
行
保
と
船
戸
は
概
ね
以
上
の
よ
う
な
責
任
分
担
を
行

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

で
は
、
実
際
に
遭
難
し

て
米
穀
が
流
失
し
た
際

の
処
理
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
う
し
た
点
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

〈表

1
>
は
、
筆
者
が
乾
隆

・
嘉
慶
年

間
に
お
け
る
台
運
商

船
の
遭
難
事
例
に
関
す
る
史
料
を
検
証
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
を
参
照
に
し
な
が
ら
、
商
船
遭
難
に
よ
る
米
穀
流
失
時
の
処

理
状

況
を
検
討
し
た
い
。

雍

正
期
に
お
け
る
台
運
商
船

の
運
搬
状
況
を
詳
し
く
伝
え
る
史
料
は
少
な

い
が
、
事
例
1
～
3
は
雍
正
十
年
の
台
運
商
船
の
遭
難
際
に
生

じ
た
米
穀
賠
償
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
台
湾
中
央
研
究
院
所
蔵
の
内
閣
大
庫
棺
案
、
乾
隆
二
年

(
一
七
三
七
)
閏
九
月
二
十
日
日
付
の
内

閣
棺
案

(登
録
号
〇
六
六
〇
八
三
)
に
、

査
得
雍
正
十
年
分
毫
運
福
、
興
、
泉
、
潭
四
府
属
谷
共

一
十
六
萬
六
千
鯨
石
内
、
海
洋
遭
風
破
肛
瓢
失
穀
四
千
七
百
二
十
三
石
、
…
…

今
査
肛
戸
余
櫟

・
陳
合
興

・
陳
登
萬

・
黄
新

・
渚
家
瑞

・
張
獲
萬

・
徐
李
興
等
肛
、
共
配
載
壷
穀
四
千
三
十
石
、

運
赴
福
州
府
倉
。
紅

戸
張
興
配
載
壷
穀
二
百
石
、
運
赴
潭
州
府
倉
。
紅
戸
呉
得
財
配
載
墓
穀
四
百
九
十
三
石
、
運
赴
海
澄
縣
倉
。
以
上

共
穀
四
千
七
百
二
十

三
石
、
倶
報
遭
風
、
撃
砕
肛
隻
、
穀
石
漂
没
無
存
、
係
属
天
災
、
非
人
力
可
挽
、
…
…
且
倶
係
恩
詔
以
前
之
事
、

又
與
肛
根
在
黄
河
漂

没
准
予
諮
免
之
例
相
符
、
相
磨
援
請
諮
免
。

と
あ
り
、
当
時
、
台
運
の
年
額
は
十
六
万
六
千
余
石
で
、

こ
の
中
、
商
船
遭
難
で
流
失
し
た
の
は
合
計
穀
四
千
七
百
二
十
三
石
で
あ

っ
た
。

こ
の
う
ち
、
事
例
1
の
各
船
戸
の
運
搬
総
額
は
福
州
府
倉

へ
向
か
う
穀
四
千
三
十
石
で
あ
り
、
事
例
2
の
張
興
の
分
は
潭
州
府
倉

へ
向
か
う

穀
二
百
石
で
あ
り
、
事
例
3
の
呉
得
財
の
分
は
海
澄
県
倉

へ
向
か
う
穀
四
百
九
十
三
石
で
あ

っ
た
が
、
清
朝
政
府
は
、

乾
隆
帝
即
位
の
大
赦



〈表1>乾 隆 ・嘉慶期における台運商船の遭難事例表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

史料 日付

乾隆2,閏9,20

〃

〃

2,11,23

5,8,29

〃

〃

〃

〃

〃

20,5,14

〃

〃

43,3,22

48,10,21

54,閏5,23

57,4,7

〃

〃

嘉 慶13,5,13

17,6,1

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

船戸名

余 櫟
陳合興
陳登萬
黄 新
播家瑞
張獲萬
李 興
張 興
呉得財
李徳隆
陳林獲

李玉興

李逢春

林玉興

周隆興

葉長盛

王景成

陳徳興
陳崇興
鄭時春
謝元興
杜永福
金和隆

金永和

陳履泰

金捷美

金捷茂

陳萬金

金捷順

金協裕

陳順獲

金長瑞

劉聚獲

洪振成

金集祥

所 属

海澄県

〃

昔江県

同安県

〃

龍漢県

音江県

台湾

海澄県
海澄県

龍漢県

海澄県

同安県

〃

〃

馬巷庁

閲 県

海澄県

同安県

海澄県

〃

同安県

米穀名及び流失 した数量

福州 府倉 穀4,030石

潭州府倉穀200石

海澄県倉穀493石

福州府倉穀600石(他 船委託)

鳳山縣畷運督標四螢雍正13年

分兵米200石
諸羅県畷運督標四螢雍正13年

分兵米300石

諸羅県破運督標四螢雍正13年

分兵米300石(143石1斗 流失)
鳳山県磯運督標四螢乾隆元年分

兵米300石

鳳山県破運督標四螢乾隆2年 分

兵米200石(165石 流失)

台湾県畷運督標四螢乾隆2年 分

兵米200石(197石 流失)
採買平糶穀100石

〃

彰化県龍漢県採買平糶穀100石

援運内地兵米360石

補運内地倉穀80石
羅源県倉乾隆51年分兵穀90石

鳳山県海澄県倉乾隆55年 分兵

米穀240石

嘉義県度防庁乾隆55年分兵米

穀120石

台湾県代嘉義県援運膨湖庁倉乾

隆55年 分春季分兵米穀120石
台湾県膨湖庁倉嘉慶9年 冬季分

兵米穀150石

鳳山県潭浦県倉嘉慶14年分兵米

穀i30石

嘉義県福州府倉嘉慶13年分督

標兵米70石;彰 化県閲県倉嘉

慶13年分兵米穀140a'

鳳山県詔安県嘉慶14年分兵春

穀77石2斗2升3合5勺

嘉義県度防庁倉嘉慶15年 分兵
米穀65石

台湾県龍漢県倉嘉慶12年 分兵

米穀134石4斗

嘉義県度防庁倉嘉慶8年 分米穀

180石

嘉義県度防庁倉嘉慶9年 分米穀

300石

嘉義県屓防庁倉嘉慶15年分米

穀110石

嘉義県度防庁倉嘉慶15年分米

穀110石

遭難地

恵安県外海
広東大星外

洋 ・

將軍襖洋面

詔安県

懸鍾況
隙仔地方

蓄田県忠門

湧塔林襖洋

福清県峯東

台湾招兜

広東

北掟
沈山

北掟

広東鮨門鶏

心

重汕

北掟

安南外勢嘆

外汕馬察隙

復州

東掟

江蘇崇明県

小鎮海

馬禦隙

出 典
S,nO66083

〃

〃

A,n78-19

A,n96-03

〃

〃

〃

〃

〃

A,n189-137

〃

〃

G,n1053

K,n57-772

M,n7-625

M,n9-856

〃

〃

M,n7-664

M,nlO-906

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

S:台 湾 中央 研 究院 所 蔵明 清 史料。A:『 明清 棺案 』。M:『 明 清 史料』 戊 編。K:『 宮 中棺 乾隆 朝奏 摺 』。

G:『 高 宗實 録』。n;登 録 号 ・珊 ・本 ・輯 ・巻。



と

「肛
根
在
黄
河
漂
没
准
予
諮
免
之
例
」
を
適
用
し
て
こ
れ
ら
の
米
穀
の
賠
償
を
免
除
し
た
。
1
～
3
の
事
例
を
検
討
す
れ
ば
、
当
時
は
商

船
の
運
搬
米
穀
の
定
数
は
な
く
、
商
船
が
遭
難
事
故
で
官
穀
を
流
失
し
た
場
合
、
黄
河
に
お
け
る
漂
没
に
際
し
用
い
ら

れ
た

「紅
根
在
黄
河

漂
没
准
予
諮
免
之
例
」
が
適
用
さ
れ
、
船
戸
が
米
穀
賠
償
を
免
除
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
当
時
、
台
運
に

は
、
独
自
の
適
用
律

条
が
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、
5
～
10
の
事
例
の

『
明
清
棺
案
』
第
九
十
六
冊
、
乾
隆
五
年

(
一

七
四
〇
)
八
月
二
十
九
日
日
付
の
内
閣
棺
案
の
条
に
、

査
漕
運
定
例
、
在
江
洋
黄
河
漂
没
者
、
該
督
撫
核
明
確
塞
具
題
、
准
予
諮
免
。

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
台
運
の
米
穀
賠
償
免
除
は
江
南
か
ら
北
京
ま
で
の
大
運
河
を
利
用
す
る
漕
運
の
定
例
を
援
用

し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。

次

の
事
例
4
は
雍
正
十
三
年
の
も
の
で
あ
る
。
船
戸
李
徳
隆
は
台
湾

で
福
州
府
倉

へ
の
穀
三
百
三
石
の
運
搬
を
依
頼
さ
れ
、
さ
ら
に
台
防

同
知

の
承
認
を
得
て
許
連
興

・
陳
源
吉

・
李
興

・
施
林
興
の
担
当
し
た
穀
九
百
石
の
運
搬
を
も
運
送
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
彼
は
度
門
に
入

港
し
て
官
穀
の
転
送
処
理
を
義
理
の
弟
黄
宜
に
委
ね
た
。

こ
の
運
送
し
て
き
た
官
穀
の
中
で
、
許
連
興
の
三
百
石
が
湿
気
て
い
た
た
め
、
許

連
興

は
こ
れ
を
行
戸
陳
使
に
売
り
出
し
て
新
し
い
米
穀
を
買

っ
て
官
倉
に
引
き
渡
し
た
。
ま
た
、
黄
宜
は
湿
気
た
李
徳
隆
の
三
百
三
石
を
行

戸
黄

石
に
売
り
出
し
た
後
、
福
州
府

へ
運
搬
す
る
途
中
で
遭
難
し
、
陳

・
李

・
施
の
官
穀
六
百
石
を
流
失
し
た
が
、
黄
宜
は
穀

一
千
二
百
三

石
を
流
失
し
た
と
泉
州
府
海
防
同
知
楊
翼
成
に
偽

っ
て
報
告
し
た
。
楊
翼
成
は
こ
れ
を
受
け
て

「舗
戸
」
陳
使
と
船
戸
李
徳
隆
に
そ
の
賠
償

を
命
じ
た
。
結
局
、
最
後
の
調
査
に
よ

っ
て
、
こ
の
実
情
を
了
解
し
た
上
で
、
『
明
清
棺
案
』
第
七
十
八
冊
、
乾
隆
二
年

(
一
七
三
七
)
十

一
月

二
十
三
日
の
内
閣
棺
案
の
条
に
、

許
連
興
巳
交
穀
石
、
加
謹
牧
貯
、
黄
宜
所
費
穀
参
百
参
石
、
未
経
交
納
、
磨
干
李
徳
隆
名
下
買
補
還
倉
、
傍
報
明
戸
部
、
再
該
督
疏
稻

黄
宜
漂
没
穀
陸
百
石
、
磨
干
李
徳
隆
名
下
追
賠
、
但
査
律
載
船
行
卒
遇
風
浪
、
委
官
保
勘
覆
實
顯
蹟
明
白
、
免
罪

不
賠
。
又
例
載
漂
没

船
糧
、
況
地
文
武
官
員
親
臨
勘
實
、
各
出
保
結
、
具
題
諮
免
。
今
李
徳
隆
船
内
所
載
穀
陸
百
石
遭
風
撃
砕
船
隻
、

漂
没
無
存
、
與
諮
免

之
例
相
符
、
且
事
在
赦
前
、
磨
請
援
免
、
見
在
飾
取
該
地
方
官
、
懊
甲
印
甘
各
結
、
到
日
男
送
。



と
あ

る
よ
う
に
、
清
朝
政
府
は
先
述
の
漕
運
定
例
に
従

っ
て
李
徳
隆
に
米
穀
賠
償
を
免
除
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
事
例
か
ら
見
れ
ば
、
船

戸
は
地
方
官
と
襖
甲

(港
の
入
港
船
隻
の
管
理
者
)
か
ら
保
証
書
を
得
れ
ば
、
米
穀
賠
償
が
免
除
さ
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
こ
の
事

例
か
ら
は
各
船
戸
の
行
保
が
誰
で
あ

っ
た
の
か
判
断

で
き
な
い
が
、
行
戸
陳
使
が
舗
戸
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
戸
イ
コ
ー
ル
舗

戸
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
即
ち
、
こ
れ
は
行
保
が
店
舗
を
持

つ
返
済
能
力
の
あ
る
商
人
で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、

1
～
4

の
事
例
は
雍
正
期
に
遭
難
し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
場
合
、
乾
隆
帝
即
位
の
大
赦
が
免
除
成
立

の
要
因
の

一
つ
で
あ

っ
た
。

次

の
5
～
10
の
事
例
も
漕
運
定
例
に
よ

っ
て
処
理
さ
れ
た
。

こ
の
免
除
成
立
の
た
め
、

こ
の
雍
正
十
三
年
か
ら
乾
隆

二
年
ま
で
流
失
し
た

督
標
四
営
兵
米

一
千
三
百
五
石

一
斗
は
、
督
標
四
営
米
折
盈
鯨
と
い
う
項
目
か
ら
銀
で
支
給
さ
れ
た
。

こ
れ
は
賠
償
免
除
成
立
の
時
、
福
建

省

の
財
政
項
目
か
ら
免
除
額
を
補
填
し
た
こ
と
を
示
す
。

と

こ
ろ
で
、
雍
正
八
年
、
台
運
は
米
運
送

(精
米
後
)
か
ら
穀
運
送

(精
米
前
)
に
変
更
さ
れ
た
。
当
時
、
台
運
年
額
の
穀
十
八
万
二
千

七
十

石
と
台
湾
駐
屯
兵
の
兵
穀
八
万
九
千
七
百
三
十
石
六
斗
を
合
わ
せ
る
と
、
台
湾
正
供
年
額
穀
十
六
万
九
千
二
百
六

十
六
石
九
斗
九
升
を

大
幅

に
上
回
る
。
よ

っ
て
、
清
朝
政
府
は
台
湾
に
於
い
て
米
穀

の
買
い
付
け
を
行
い
、
或
い
は
台
湾
倉
儲
か
ら
不
足
部

分
を
補
う
こ
と
に
し

た
。

こ
の
よ
う
に
、
乾
隆
初
期
に
な
る
と
、
福
建

へ
の
米
穀
運
搬
数
量
が
増
加
し
た
た
め
、
台
湾
倉
儲
数
量
が
減
少
し
て
き
た
。
ま
た
、
開

発
進
展
に
よ
る
人
口
増
加
に
よ

っ
て
、
台
湾
米
価
が
次
第
に
上
昇
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
台
運
年
額
に
よ
る
米
穀
の
買
い
付
け
状
況
が
悪

化
し

て
い
た
。
乾
隆
十

一
年

(
一
七
四
六
)
に
な
る
と
、
台
運
未
運
搬
数
量
は
穀
三
十
四
万
余
り
に
達
し
て
い
た
。
清
朝
政
府
は
こ
れ
を
解

決
す

る
た
め
、
平
糶

米
の
年
額
運
搬
を
停
止
し
、
台
湾
倉
儲
に
定
額
四
十
万
石
を
設
け
、
台
湾
倉
儲
の
充
実
を
図

っ
た

。

こ
の
状
況
の

下
で
、
ど
の
よ
う
に
未
運
搬
米
穀
を
処
理
す
る
の
か
が
当
時
台
運
担
当
者
た
る
清
朝
官
僚
の
課
題
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
あ
た

っ
た
巡
台
御
史

萢
威
か
ら
福
建
巡
撫
周
学
健

へ
の
手
紙
を
見
て
み
よ
う
。
『
重
修
鳳
山
縣
志
』
巻
十
二
、
藝
文
志
、
文
移
、
巡
台
御
史
萢
威
の
與
周
撫
軍
書

に
、

然
侍
等

(台
湾
地
方
官
)
之
所
慮
者
、
又
不
在
買
補
而
在
起
運
。
來
諭
云
、
壷

・
度
商
船
均
係
潭

・
泉
赤
子
、
亦
磨
稻
効
微
勢
。
夫
壷

・
度
之
船
戸
多
係
股
實
、
搭
運
官
穀
較
獲
利
稽
減
何
害
。
…
…
小
船
樗
腹
守
候
、
交
卸
無
期
、
一
遇
風
波
撃
砕
、
責
以
賠
補
、
頗
有
怨



盗
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
台
運
の
問
題
点

は
米
穀

の
買
い
付
け

で
は
な
く
、
運
送

で
あ

っ
た

こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
ま
た
、
当

時
、
福
建

・
台
湾
間
の
商
業
活
動
を
掌
握
す

る
潭
州

.
泉
州
の
閲

南
籍
商
人
が
遭
難

の
際

の
米
穀
賠
償
に
対
し

て
不
満
を
持

っ
て
い

た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
海
運
の
台
運
は
水
運
の
漕
運
よ
り
遭

難
事
故
が
多
か

っ
た
が
、
そ
れ
故
、
清
朝
政
府
は
台
運
に
対
し
て

明
確
な
賠
償
免
除
基
準
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
結
局
、
乾
隆
十

一
年

(
一
七
四
六
)
、
商
船
遭
難
の
場
合

の
保
証
な
ど

の
行

い
方
が
遂
に
明
文
化
さ
れ

て
い
る
。

そ
の
こ
と

を
伝
え
て
、
『高
宗
實
録
』
巻
二
六
〇
、
乾
隆

十

一
年
三
月
辛
未

の

条
に
、在

洋
遭
風
、
宜
覆
實
題
諮
。
査
船
商
已
至
内
港
、
因
駕
駿
不

慎
、
漂
失
穀
石
、
及
錐
在
外
洋
、
而
撃
砕
船
隻
、
無
實
在
形

跡
可
験
者
、
傍
着
落
行
保
船
戸
、
照
時
債
賠
補
外
、
其
有
在

外
洋
遭
風
船
隻
、
舵
水
漂
失
無
跡
及
在

外
洋
衝
礁
撃
砕
、
有

實
在
形
跡
可
験
者
、
倶
切
結
報
部
、
侯
歳

底
彙
案
題
舘
。

と
あ
る
よ
う
に
、
外
洋

で
遭
難
し
た
場
合
、

「舵
水
漂
失
無
跡
」
と

い
う
溺
死
者
や
行
方

不
明
者
等

の
遭
難
し
た

こ
と
を
示
す
形
跡
が

無
け
れ
ば
、
行
保
と
船
戸
に
米
穀
を
弁
償
さ

せ
る

こ
と
が
決
め
ら

〈表2>乾 隆 ・嘉慶期における台運商船米穀割当額の変動表

年代
乾隆11年

38年

48年

49年

53年

嘉慶14年

17年

19年

船舶種類、標頭(横 幅)及 び米穀割当額

櫟頭 1丈7尺6寸 ～1丈8尺

1丈7尺1寸 ～1丈7尺5寸

1丈6尺 ～1丈7尺

1丈5尺6寸 ～1丈6尺

i丈4尺5寸 ～1丈5尺5寸

穀300石

穀250石

穀200石

穀150石

穀1o0石

糖船 櫟頭1丈6尺 以上

1丈4尺以上
1丈2尺以上

横洋船 櫟頭1丈4尺 以上
1丈2尺以上

1丈以上

穀260石(元320石)

穀220石(元260石)

穀200石(元240石)

穀160石(元200石)

穀120石(元16e石)

穀80石(元120石)

糖船
横洋船

穀240石(米120石)

穀120石(米60石)

糖船 穀320石(米160石) 横洋船 穀160石(米80石)

糖船 穀360石(米180石)

鹿仔港 度門船穀180石

横洋船 穀180石(米90石)

蛆江船穀140石(米70石)

横洋船糖船は前と同じ
商船 櫟頭1丈 以内

2丈以上

漁船 櫟頭5尺 以上

穀90石

穀180石

穀30石

1丈 ～2丈 穀130石

6丈 以 上 穀40～60石

新造斜船 櫟頭2丈 以内 穀130石
1丈以内 度門船穀90石 蛆江船穀70石7,8尺 者半分

櫟 頭5尺 ～6尺 穀30石6尺 ～7尺 穀40石

7尺 ～1丈 穀70石1丈 ～1丈5尺 穀100石

1丈5尺 ～2丈 穀30石

2丈 以上 糖 船 穀360石 横 洋船 穀180・行 (米90石)

出典

『重修垂湾府志』

巻二規制海防
90-91頁

『海東札記』

巻二記政紀
18-19頁

『明清史料』戊編

第2本130頁

『度門志』巻六

台運略配運188頁

『喝瑞蘭瞳志』
巻七雑識紀文

簿議喝璃蘭定制
353頁

『度門志』巻六

台運略配運188頁
〃



れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
、
清
朝
政
府
は
商
船
の
商
業
活
動
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
、
商
船
の
櫟
頭

(横
幅
)
の
大
き
さ
に
よ

っ
て
、
各
商
船

の
米
穀
割
当
額
を
決
め
る
こ
と
を
行
う
よ
う
に
な

っ
た

(表
2
参
照
)。

こ
の
こ
と
は
、
商
船
の
商
業
活
動
を
発
展

.
掌
握
す
る
と
同
時
に

台
運
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
清
朝
政
府
の
意
図
に
よ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

台
運
官
穀
の
賠
償
基
準
と
責
任
が
明
文
化
さ
れ
た
後
、
こ
れ
が
初
め
て
適
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
上

の
初
見
事

例
は
11
～
13
で
あ
る
。

『
明
清
棺
案
』
第

一
八
九
冊
、
乾
隆
二
十
年

(
一
七
五
五
)
五
月
十
四
日
の
内
閣
棺
案
の
条
に
、

閏
省
乾
隆
拾
年
動
機
乾
隆
捌
年
浙
江

漕
米
価

銀
伍
萬
両
獲
壷
、
採
買
穀
拾
萬
石
、
運
赴
福

・
興

・
泉

・
潭
騨
府
、
蹄
補
節
年
未
買
倉
穀

案
内
、
晋
江
縣
船
戸
陳
崇
興
配
載
彰
化
縣
採
買
穀
壼
百
石
、
磨
運
龍
漢
縣
交
卸
、
於
乾
隆
拾
年
七
月
拾
萱
日
在
毫

溝
大
洋
招
兜
地
方
遭

風
失
水
、
柁
水
扶
帆
僑
岸
獲
生
、
船
穀
瓢
没
、
寸
板
無
存
、
牌
照
随
身
無
失
、
與
遵
旨
議
奏
事
案
内
船
戸
王
景
成

.
陳
徳
興
武
船
失
水

穀
石
同

一
例
、
披
布
政
使
徳
箭
叙
具
保
詳
、
請
題
舘
免
、
以
憧
窮
梢
等
由
前
來
。
…
…
査
王
景
成

・
陳
徳
興
武
船
失
水
穀
石
、
已
於
遵

旨
議
奏
事
、
乾
隆
拾
捌
年
緯
月
参
拾
日
奉
准
部
杏
、
船
戸
王
景
成

・
陳
徳
興
武
船
、
共
失
水
穀
武
百
石
、
既
擦
聲

明
、
實
係
大
洋
遭
風
、

形
跡
可
験
、
且
在
定
例
以
後
、
與
諮
免
之
例
相
符
、
磨
如
所
題
、
准
其
照
敷
諮
免
等
因
。

と
あ

る
。
乾
隆
八
年

(
一
七
四
三
)
に
、
福
建
省
は
浙
江

漕
米
か
ら
得
た
銀
五
万
両
を
台
湾
に
送
り
、
福
州

・
興
化

.
泉
州

.
潭
州
四
府
の

倉
儲
と
し
て
、
台
湾
で
穀
十
万
石
を
買
い
付
け
、
商
船
に
米
穀
を
割
り
当
て
、
福
建
内
地
に
運
送
さ
せ
た
。
乾
隆
十
年

(
一
七
四
五
)
に
、

事
例

13
の
晋
江
県
船
戸
陳
崇
興
は
彰
化
県
で
買
い
付
け
た
穀
百
石
を
龍
漢
県
に
運
ん
だ
途
中
で
、
外
洋
で
遭
難
し
た
。

乾
隆
二
十
年
に
至
る

と
、
戸
部
は
は
じ
め
て
乾
隆
十
八
年
に
遭
難
し
た
事
例
11
王
景
成
、

12
陳
徳
興
の
前
例
に
照
ら
し
て
米
穀
賠
償
を
免
除

す
る
こ
と
と
し
た
。

乾
隆
十

一
年
か
ら
十
八
年
の
問
、
ま
だ
他
の
事
例
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
乾
隆
十
年
に
遭
難
し
た
陳
崇
興
の
事
例
が
乾
隆
十
八
年
の
事

例
11
、
12
の
前
例
に
照
ら
し
て
処
理
さ
れ
た
こ
と
は
特
例
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
11
～
13
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
福
建
布
政
使
は
船
戸

の
証
言
を
得
て
中
央
政
府
の
内
閣
に
官
穀
賠
償

の
免
除
を
申
し
入
れ
、
戸
部
は
乾
隆
十

一
年
に
定
め
ら
れ
た
定
例
に
従

っ
て
免
除
す
る
か
ど

う
か
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
を
皇
帝
に
報
告
し
、
裁
可
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

米
穀
賠
償
基
準

・
責
任
が
明
文
化
さ
れ
た
後
、
台
運
体
制
は
安
定
期
に
入
っ
た
。
免
除
が
成
立
す
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
平
糶

利
益
か
ら



銀
両
で
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
乾
隆
後
期
か
ら
は
、
福
建
常
平
倉

の
捐
監
穀

の
項
目
か
ら
補
填
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
膨
湖
兵
米
で
あ
れ
ば
、

台
湾

正
供
米
穀
か
ら
補
填
さ
れ
た
。
表
1
の
事
例
の
中
で
19
の
陳
履
泰
と
20
の
金
捷
美
の
膨
湖
兵
米
は
、
賠
償
免
除

の
成
立
に
よ

っ
て
、
台

湾
正
供
か
ら
補
填
さ
れ
た
。
他
の
商
船
の
賠
償
免
除
に
よ
る
欠
損
分
は
、
絹
監
穀
か
ら
補
填
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。

表

1
の
事
例
の
中
で
、
免
除
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
27
の
劉
聚
獲
と
28
の
洪
振
成
で
あ
る
。
『
明
清
史
料
』
戊
編
、
第

十
本
、
九
〇
七
頁
、

戸
部

題
本
に
、

至
海
澄
縣
船
戸
劉
聚
獲
…
…
遭
風
沈
失
兵
米
穀
石
、
牌
照
既
無
沈
失
、
舵
工
水
手
結
内
並
無
声
明
俺
没
、
與
諮
免
之
例
不
符
、
行
令
該

撫
轄
筋
在
於
行
保
船
戸
名
下
照
敷
着
追
報
部
。
又
海
澄
縣
船
戸
洪
振
成
…
…
所
送
結
内
係
属
遇
匪
園
劫
、
何
以
盗
結
不
符
、
其
牌
照
曾

否
遺
失
、
盗
内
未
披
声
明
、
行
保
甘
結
亦
未
披
送
部
、
行
令
該
撫
再
行
確
査
、
並
取
具
行
保
甘
結
送
部
核
辮
各
在

案
。

と
あ

る
。
劉
聚
獲
は
溺
死
者
等
の
形
跡
が
な
か

っ
た
た
め
、
免
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
洪
振
成
は
遭
難
報
告
が
明
白
し
な
く
て
、
ま
た
、
行
保

の
身

元
保
証
書
が
な
か
っ
た
た
め
、
戸
部
は
福
建
巡
撫
に
再
調
査
を
命
じ
た
。
そ
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、

17
の
金
和
隆
と
27
の
劉

聚
獲

の
二
隻
は
、
砂
糖
を
搭
載
し
、
そ
の
割
り
当
て
ら
れ
た
米
穀
も
多
か

っ
た
。
こ
の
二
隻
は
所
謂

「糖
船
」
だ
と
推

測
さ
れ
る
。
貨
物
搭

載
量
が
多
い
た
め
、
割
り
当
て
ら
れ
た
米
穀
も
多

い
わ
け
で
あ
ろ
う

(表
2
参
照
)。

と

こ
ろ
で
、
こ
の
表
1
の
事
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
乾
隆
末
期
以
後
、
商
船
の
遭
難
地
が
拡
大
し
て
き
た
こ
と
が
窺
え
る
。
18
の
陳
履

泰
は
遭
難
す
る
前
に
広
東
田
尾
漢
に
寄
港
し
た
。

25
の
陳
順
嚢
は
遼
東
半
島

の
復
州
に
、

27
の
劉
聚
獲
は
江
蘇
崇
明
県

に
漂
流
し
て
遭
難
し

た
。

こ
れ
が
意
図
的
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
嘉
慶
期
よ
り
、
此
等
の
閾
南
籍
商
人
の
交
易
範
囲
が
拡
大
し
た
こ
と
と

関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
海
賊
事
件
と
関
係
が
あ
る
た
め
、
後
の
第
三
節

で
検
討
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
例

の
中
で
、
尚
注
目
に

値
す

べ
き
は
、
15
の
謝
元
興
の

一
隻
で
あ
る
。
謝
元
興

一
隻
の
遭
難
に
よ

っ
て
官
穀
折
色
運
搬
と
い
う
問
題
が
発
覚
し
た
。

乾
隆
四
十
三
年

(
一
七
七
八
)
に
浙
江
省
に
お
い
て
米
価
が
騰
貴
し
た
た
め
、
清
朝
政
府
は
福
建
省
の
各
府
倉
儲
か
ら
穀
十
万
石
を
浙
江

に
平
糶

し
た
。
さ
ら
に
福
建
当
局
は
浙
江

か
ら
得
た
平
糶

銀
を
台
湾
府
に
送
り
、
米
穀
の
買
い
付
け
を
命
じ
た
。
乾
隆

四
十
五
年

(
一
七
八

〇
)

十

一
月
に
、
台
湾
府
知
府
萬
縣
前
は
そ
の
銀
か
ら
三
千
両
を
彰
化
県
に
送

っ
て
穀
五
千
石
の
買
い
付
け
を
命
じ
た
。
彰
化
県
知
県
の
焦



長
獲
は
糧
書
呉
謙
に
こ
の
買
い
付
け
運
搬
を
処
理
さ
せ
た
が
、

こ
の
時
、
彰
化
県
の
米
価
は
高
か
っ
た
た
め
、
彼
は
直

ち
に
買
い
付
け
な
か

っ
た
。
乾
隆
四
十
六
年

(
一
七
八

一
)
の
夏
、
台
湾
府
の
督
促
に
よ

っ
て
商
船
が
鹿
仔
港
に
入

っ
て
台
運
米
穀
の
船
積

み
を
待

つ
こ
と
に
な

り
、
そ
こ
で
呉
は
行
保
の
陳
尊
美
ら
と
結
託
し
、
台
運
定
価
よ
り
低
い
価
値
で
船
戸
謝
元
興
等
の
二
十
二
隻
商
船
に
銀

を
与
え
、
福
建
内
地

へ
の
米
穀
運
搬
と
し
て

一
隻
毎
に
穀
八
十
石
を
配
る
こ
と
に
し
、
花
銀
六
十
四
円
と
運
賃
銀
五
円
を
与
え
た
。
最
後
の
林
吉
泰
の

一
隻
に
対

し
て
は
、
運
賃
を
含
め
て
花
銀
九
十
五
円
を
与
え
た
。
し
か
し
、
損
失
が
出
た
た
め
、
呉
は
こ
の
折
色
運
搬
を
停
止
し
た
。
こ
の
よ
う
な
折

色
運
搬
は
、
穀

一
千
七
百
六
十
石
に
相
当
す
る
。
当
時
、
商
船

の
民
間
米
穀
の
運
搬
許
可
量
は
、

一
般
的
に
は

一
隻
に
米
六
十
石
を
搭
載
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
別
省
に
行
か
な
け
れ
ば
、
米
二
百
石

(穀
四
百
石
)
を
販
売
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
船
戸

ら
は
銀
を
以
て
台
湾
で
米
穀
を
購
入
す
る
か
或
い
は
別
の
貨
物
を
購
入
し
、
自
ら
の
持

つ
米
穀
を
出
し
て
数
量
に
照
ら
し
て
福
建
の
穀
倉
に

引
き
渡
し
た
。
そ
れ
で
、
福
建
穀
倉
は
本
色
米
穀
を
収
め
た
だ
け
で
、
商
船
が
経
由
し
た
正
口

(指
定
渡
航
港
)
の
官
吏
は
こ
の
折
色
運
搬

を
見
出
せ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
で
謝
元
興

の

一
隻
は
広
東
省
に
漂
流
し
て
搭
載
貨
物
と
官
穀
を
流
失
し
、
広
東
地
方

官
の
遭
難
調
査
の
際
に
、
遂
に
こ
の
折
色
運
搬
の
こ
と
を
訴
え
た
。
清
朝
政
府
は
こ
れ
を
官
吏
の
汚
職
事
件
と
見
て
調
査
を
始
め
た
。
当
時

の
台
湾
米
穀
買
い
付
け
定
価
は
穀

一
石
毎
に
六
銭
、
運
賃
は
八
分
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
計
算
す
れ
ば
、
呉
は
行
保

ら
に
与
え
た
銀
二
十

七
両
三
銭
を
除
く
、
銀

一
百
四
十
両
三
銭
八
分
を
着
服
し
た

こ
と
に
な
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
台
運
関
連

の
官
僚
と
行

保
た
ち
は
大
清
律
例

に
よ

っ
て
弾
劾
さ
れ
、
或

い
は
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
る

。

こ
れ
は
ま
だ
正
式
に
正
口
に
指
定
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
台
湾
中
部

の
鹿
仔
港
で
発
生
し
た
事
件
で
あ

っ
た
。
福
建
に
所
属
す
る
商
船
の
鹿

仔
港

へ
の
入
港
と
行
保
の
設
置
が
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
当
時
、
鹿
仔
港
が
既
に

一
定
の
商
業
規
模
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
想
像

さ
れ

る
。
結
局
、
乾
隆
四
十
九
年

(
一
七
八
四
)
に
は
鹿
仔
港
は
正
式
に
開
港
さ
れ
、
福
建

へ
の
正

口
と
し
て
、
台
運
業
務
を
担
当
す
る
こ

と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
十
二
隻
の
商
船

の
中
で
は
二
隻
が
行
方
不
明
と
な
り
、
こ
の
米
穀
の
賠
償
は
行
保
に
当
て
ら
れ
た
。

こ
の
事
件
は
台
運
業
務
を
担
当
す
る
胃
吏
と
行
保
と
の
結
託
に
よ
る
汚
職
事
件
で
あ
る
が
、
『福
建
省
例
』
、
倉
庫
例

、
「彌
補
倉
穀
條
規
」

に
、



周
知
の
よ
う
に
、
清
朝
時
代
に
は
政
府

の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
、
台
湾
に
渡
航
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
渡
航
禁
令

が
実
施
さ
れ
て
い
た
。

し
か

し
、
密
航

・
密
輸
は
後
を
絶
た
ず
、
そ
の
乾
隆
初
期
の
台
湾

・
福
建
間
の
密
輸
に
つ
い
て
は
、
『
高
宗
實
録
』
巻

一
八

一
、
乾
隆
七
年

(
一
七
四
二
)
十
二
月
辛
亥
の
条
に
、

皇
濁
地
隔
重
洋
、

一
方
孤
奇
、
實
為
数
省
藩
擁
、
最
為
緊
要
、
錐
素
稻
産
米
之
匠
、
遽
來
生
歯
倍
繁
、
土
不
加
閥
、
偶
因
雨
澤
慾
期
、

米
価

即
便
昂
貴
、
蓋
縁
棲
運
四
府
及
各
螢
兵
餉
之
外
、
内
地
採
買
既
多
、
並
商
船
所
帯
毎
年
不
下
四

.
五
十
萬
。

又
南
北
各
港
來
墓
小

船
巧
借
失
風
名
色
、
私
装
米
穀
透
越
内
地
、
彼
等
概
給
失
風
船
照
、
好
民
侍
為
護
符
、
運
載
遂
無
底
止
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
商
船
に
よ
る
台
湾
か
ら
の
移
出
米
穀
数
量
は
四
、
五
十
万
石
に
達
し
て
お
り
、
商

船
は
大
陸
沿
岸
地
方

折
牧
台
湾
運
補
各
年
兵
米
春
穀
、
在
各
買
戸

・
屯
戸
以
及
墓
郡
配
運
米
穀
各
船
戸
毎
慮
各
属
胃
斗

.
家
丁
「つ
難
需

索
、
浮
牧
斜
面
、
既

有
守
候
之
苦
、
又
多
挽
運
之
費
、
往
往
樂
於
折
慣
。
而
各
属
書
役
及
管
倉
家
丁
等
亦
無
不
楽
於
折
牧
、
債
値
即
可
任
意
高
昂
、
分
飽
慾

墾
。
似
此
弊
端
百
出
、
所
以
倉
貯
日
漸
顧
短
。

と
あ

る
よ
う
に
、
当
時
、
米
穀
の
買
戸
や
屯
戸
及
び
船
戸
は
、
台
湾
各
所
属
の
胃
吏

・
斗
級

・
穀
倉
管
理
の
家
丁
等
か
ら
米
穀
の
数
量
を
水

増
し
て
取
り
立
て
ら
れ
た
り
、
陋
規

を
求
め
ら
れ
た
り
し
、
運
搬
費
用
も
高
い
の
で
、
常
に
米
穀
を
銀
に
変
換
す
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、

そ
の
た
め
、
倉
儲
の
数
量
は
減
少
す
る

一
方
で
あ

っ
た
。
こ
の
事
件
か
ら
、
胃
吏
や
兵
士
が
商
船
に
対
し
て
不
当
の
陋
規

を
徴
収
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
陋
規

の
徴
収
は
台
運
に
も
悪
影
響
を
及
ば
し
た
の
で
あ
る
。
乾
隆
十

一
年
よ
り
、
台
運
米
穀
の
運
送
途
中
の
責
任
と

賠
償
基
準
の
確
立
は
、
米
穀
の
安
全
を
保
障
し
、
台
運
体
制
を
安
定
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
が
、
正
口
に
入
港
す
る
商
船
の
確
保
ま
で
に

は
至
ら
な
か

っ
た
。
正
口
の
入
港
商
船
数
に
影
響
す
る
要
素
と
言
え
る
の
は
、
次
節

で
検
討
す
る
正
口

・
沿
岸
小
港
の
陋
規

徴
収
と
沿
岸
の

密
輸

の
発
達
で
あ
る
。

一
一

沿
岸
各
港

に
お
け
る
陋
規

徴
収

・
密
輸

と
台
運



か
ら

「失
風
船
照
」
と
い
う
遭
難
証
明
書
を
得
て
米
穀
の
密
輸
を
行

っ
て
い
た
。
帆
船
運
行
の
た
め
、
漂
流
し
た
か
ど
う
か
の
遭
難
認
定
が

困
難

で
あ

っ
た
。
こ
の
失
風
船
照
を
得
て
米
穀
の
密
輸
と
台
湾

へ
の
密
航
が
盛
ん
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
書
巻
二

八

一
、
乾
隆
十

一
年

(
一
七
四
六
)
十
二
月
丁
亥
の
条
に
、

毫
郡
遠
隔
重
洋
、
民
番
雑
庭
。
近
有
小
船
、
私
由
小
港
楡
運
米
穀
至
潭

・
泉

・
男
東
等
庭
、
内
地
妊
民
乗
其
回
樟

、
暗
行
過
毫
。

と
あ

る
よ
う
に
、
台
湾
所
属
の
小
船
が
潭
州

・
泉
州

・
広
東
東
部
等

へ
米
穀
を
密
輸
し
て
い
た
。
こ
の
密
輸
と
密
航
に
対
し
て
、
当
然
、
清

朝
政
府
は
沿
岸
各
港
に
厳
し
く
取
り
締
ま
る
よ
う
通
達
し
た
が
、
各
港

の
胃
吏
と
兵
士
の
不
当
手
数
料

の
徴
収
を
除
け
な

い
た
め
、
な
か
な

か
効
果
を
上
げ
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
伝
え
て
、
『
重
修
墓
濁
縣
志
』
巻
二
、
山
水
志
、
「董
夢
龍
防
海
議
」
に
、

弊
在
泓
防
以
査
験
為
具
文
、
或
徊
情
面
、
或
通
賄
遺
、
或
罷
軟
不
任
職
、
飛
胴
越
渡
、
若
岡
聞
知
、
逐
月
具
申
、
萄
且
塞
責
、
則
査
験

以
文
而
不
以
實
也
。

と
あ
る
。
各
港
官
庁
は
賄
賂
等
を
貰

っ
た
り
し
て
、
実
際
検
査
を
行
わ
な

い
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
当
時

清
朝

の
台
湾
各
港
に
対
す
る
実
際
の
統
御
状
況
は
厳
し
く
は
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
商
船
が
賄
賂
と

い
う

べ
き
陋
規

を
支
払
え

ば
入
港

で
き
る
と
い
う
こ
と
は
沿
岸
各
港
の
密
輸
を
促
進
さ
せ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。

以
上

の
陋
規
徴
収
と
密
輸
状
況
を
理
解
し
た
上
で
、
台
運

へ
の
影
響
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
『
明
清
史
料
』
戊
編
、
第

二
本
、

一
一
五
頁
、

戸
部

の
移
会
、
乾
隆
二
十
九
年
の
巡
台
御
史
李
宜
青

の
上
奏
の
引
用
文
に
、

墓
地
官
員
過
海
、
並
運
送
内
地
班
兵
春
米
、
以
及
補
還
州
縣
借
動
穀
石
、
係
派
商
船
承
運
、
然
船
戸
所
最
畏
者
莫

若
運
載
粟
石
、
蓋
免

収
則
有
守
候
之
苦
、
重
洋
則
有
風
濤
之
患
、
抵
倉
交
卸
、
如
倉
書
斗
級
等
在
在
需
費
。

と
あ
り
、
米
穀
の
搬
入
搬
出
は
時
間
が
か
か
る
し
、
官
倉
に
引
き
渡
す
際
に
倉
書
、
斗
級
等
の
胃
吏

へ
の
手
数
料
の
支

払
い
問
題
も
あ

っ
た
。

船
戸
が
米
穀
運
搬
を
恐
れ
て
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
沿
岸
各
港
の
賄
賂
と
い
う
べ
き
陋
規

と
米
穀
引
き
渡
し
の
時
の
手
数
料
と
い
う
陋
規

の
ほ
か
に
、
当
時
、
台
湾
の
唯

一
の
正

口
で
あ

っ
た
鹿
耳
門
で
は
、
海
防
同
知
衙
門
は
も
と
よ
り
出
入
り
の
商
船
か
ら
検
査
の
手
数
料
と
し
て
陋
規

を
徴
収
し
て
い
た
。
雍
正
年
間



の

『
平
毫
紀
略
』
に
収
め
る
、
藍
鼎
元
か
ら
巡
視
台
湾
御
史
呉
達
禮

へ
の

「與
呉
観
察
論
治
皇
溝
事
宜
書
」
に
は
、

商
船
出
入
皇
溝
、
倶
有
掛
験
陋
規

。
…
…
在
府
則
同
知
家
人
書
辮
掛
號
、
例
銭
六
百
、
在
鹿
耳
門
則
巡
検
掛
號
、
例
銭
六
百
、
而
験
船

之
禮
不
在
此
敷
。
若
舟
中
載
有
禁
物
、
則
需
索
数
十
金
不
等
。
査
六
百
銭
之
弊
、
屡
経
上
憲
禁
革
、
陽
奉
陰
違
。

蓋
船
戸
畏
其
留
難
、

不
敢
不
從
故
也
。

と
あ
る
。

つ
ま
り
、
海
防
同
知
の
家
人

・
書
辮
の
胃
吏
ら
は
登
録
検
査
を
す
る
時
に
定
例
と
し
て
六
百
銭
を
徴
収
し
、

ま
た
、
検
査
礼
金
の

徴
収
も
あ
り
、
若
し
禁
制
品
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
数
十
金
ほ
ど
を
求
め
、
こ
れ
に
対
し
て
、
清
朝
政
府
は
屡
々
禁
止
令

を
出
し
て
い
た
が
、

未
だ
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
鹿
耳
門
の
港
官
庁
は
文

口
と
武
口
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
文

口
は
海
防
同
知
衙
門
所
属
の
税
館
で

あ
り
、
船
籍

・
船
員

・
乗
客
及
び
貨
物
等
の
検
査
を
担
当
し
、
初
め
は
台
江
の
西
定
坊
に
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
後
に
安
平
口
に
移
さ
れ
た
。

武
口
は
台
湾
鎮
総
兵
衙
門
所
属
の
税
館
で
あ
り
、
専
ら
出
入
り
の
船
舶
に
対
し
て
臨
時
検
査
を
実
行
し
、
台
江
口
の
鹿
耳
門
に
設
け
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
際
、
各
船
舶
に
交
付
さ
れ
る

「験
票
」
(検
査
済
み
の
証
明
書
)
は
文

口
の
も
の
と
武
口
の
も

の
の
二
種
類
が
あ
り
、
合
わ
せ

て
掛

験
と
言

っ
た

。
文

口

・
武
口
は
出
入
り
の
船
舶
か
ら
陋
規

を
徴
収
し
た
が
、
こ
の
陋
規

は

「領
牌
費
」
と
呼
ば
れ
、
違
法
品
等
の

検
査
を
行
う
の
は
文

口
の
配
運
総
科
の
配
運
首
書
で
あ
っ
た

。

清

朝
政
府
は
、
こ
の
よ
う
に
官
庁

の
陋
規

の
不
当
徴
収
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
乾
隆
三
十

一
年

(
一
七
六
六
)
に
至

っ
て
、
『
明

清
史
料
』
戊
編
第
四
本
、
三

一
七
頁
、
乾
隆
五
三
年
六
月
十
五
日
の
礼
部

「爲
内
閣
抄
出
將
軍
福
康
安
等
奏
」
移
會
に
、

皇
溝
鹿
耳
門
海
口
設
立
文
武
員
弁
防
守
、
稽
査
其
出
口
面
、
至
度
門
肛
隻
例
准
載
米
二
百
石
、
乾
隆
三
十

一
年
閾
漸
総
督
昌
准
部
臣
査
、

議
定
同
知
衙
門
毎
肛
牧
取
番
銀
三
圓
、
武
弁
牧
銅
銭
二
十
文
至
百
文
、
以
為
辮
公
飯
食
之
用
、
経
戸
部
奏
准
遵
行
在
案
。

と
あ
る
よ
う
に
、
地
方
公
務
費
用
の
た
め
、
文
口
が
商
船
に
対
し
て
番
銀
三
円
を
徴
収
し
、
武
口
が
銅
銭
二
十
文
か
ら
百
文
ま
で
を
徴
収
す

る
こ
と
を
許
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
乾
隆
中
期
よ
り
、
商
船
が
直
接
に
鹿
仔
港
に
密
航
す
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
乾
隆
四
十
九

年

(
一
七
八
四
)
に
、
清
朝
政
府
は
、
鹿
仔
港
を
正
口
に
昇
格
さ
せ
、
福
建
泉
州
の
蛆
江

へ
の
渡
航
路
線
を
許
可
し
た
。
そ
の
際
、
『
明
清

史
料
』

戊
編
第
二
本
、
一
三

〇
頁
、
閲
漸
総
督
富
勒
渾
の
奏
摺
に
、



査
毫
湾
府
属
棲
運
内
地
兵
粟
、
歳
共
八
萬
鯨
石
、
均
從
鹿
耳
門
配
船
載
運
。
今
蛆
江
既
准
経
渡
、
則
商
販
自
多
、

亦
磨
酌
分
軌
運
、
以

均
勢
逸
。
且
船
隻
往
来
、
有
此
官
運
兵
粟
、
亦
易
稽
査
。

と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
こ
れ
を
き

っ
か
け
に
し
て
、
清
朝
政
府
が
鹿
仔
港
に
お
け
る
密
航
と
密
輸

へ
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
よ
う
と
し

て
い
た
の
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
米
穀
運
搬
に
お
け
る
前
述
の
よ
う
な
商
船
保
証
制
度
を
通
じ
て
船
戸
の
行
動
を
掌
握

し
よ
う
と
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
、
正
口
の
陋
規
徴
収
に
は
明
文
制
限
が
あ

っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
制
限
を
越
え
た
徴
収
が
行
わ

れ
た
。
乾
隆
五
十
二

年

(
一
七
八
七
)
の
林
爽
文
反
乱
事
件
後
、
台
湾
鎮
総
兵
柴
大
紀
に
よ
る
汚
職
調
査
が
行
わ
れ
た
際
、
当
時

の
陋
規

の
徴
収
に
関
す
る
調
査

が
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
『
明
清
史
料
』
戊
編
第
四
本
、
三

一
七
頁
、
礼
部

の
移
会
に
、

鹿

耳
門
海
口
、
安
設
文
武
両
館
、
係
総
兵
派
令
安
平
中

・
左

・
右
三
螢
遊
撃

・
千
総
、
分
年
按
季
輪
流
管
理
、
凡
船
隻
入
口
船
戸
、
送

給
番
銀
三
圓
、
出
口
毎
船
四
圓
、
又
額
外
多
帯
米
石
、
毎
百
石
給
番
銀
六
圓
、
毎
年
約
牧
番
銀
二
萬
圓
。
…
…
其
文
官
則
係
海
防
磨
同

知
管
理
、
入
口
船
隻
牧
取
番
銀
二
圓
、
出

口
船
毎
隻
牧
番
銀
三
圓
、
領
取
殊
軍
、
毎
船
加
牧
番
銀
九
圓
、
又
各
船
遇
有
額
外
多
帯
米
石
、

牧
取
番
銀
六
圓
、
毎
年
約
牧
番
銀
三
萬
鯨
圓
、
除
飯
食
紙
張
及
設
立
小
船
引
帯
商
船
艘
出
入
、
並

一
切
零
星
費
用

二
千
鯨
圓
、
鯨
倶
同

知
牧
用
。
…
…
鹿
仔
港
…
…
係
理
番
同
知
與
安
平
左
螢
守
備
、
管
理
船
隻
出
入
、
多
帯
米
石
陋
規

與
鹿
耳
門
無
異
、
而
船
隻
較
少
、
毎

年
同
知
約
得
番
銀

一
萬
鯨
圓
。
…
…
淡
水
八
里
盆
海

口
例
不
准
船
隻
出
入
、
常
有
私
自
牧
入
港
口
、
因
該
庭
産
米
甚
多
、
商
販
圖
利
、

順
便
販
運
出
口
、
亦
有
陋
規

、
並
無
定
数
、
…
…
相
沿
已
久
、
實
不
知
起
自
何
年
。

と
あ
る
。

つ
ま
り
、
当
時
、
鹿
耳
門
と
鹿
仔
港
で
は
、
武

口
は
入
港
の
商
船
か
ら
番
銀
三
円
を
、
出
港
の
商
船
か
ら
番
銀
四
円
を
徴
収
し
、

文
口
は
入
港

の
商
船
か
ら
番
銀
二
円
、
出
港
の
商
船
か
ら
番
銀
三
円
を
徴
収
し
て
お
り
、
ま
た
、

こ
の
文

口

.
武
口
が
商
船
積
載
米
石
制
限

米
二
百
石

(穀
四
百
石
)
を
超
え
た
商
船
に
対
し
て
も
不
当
な
超
過
陋
規

を
徴
収
し
て
お
り
、
ま
た
、
正
口
で
は
な
い
台
湾
北
部

の
八
里
盆

で
も
地
方
官
に
よ
る
不
当
徴
収
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
不
当
な
超
過
陋
規

の
徴
収
に
対
し
て
、
清
朝
政
府
は
、
同

一
史
料

の
中

に
、



皇
溝
為
産
米
之
匠
、
内
地
潭

・
泉

一
帯
、
向
來
籍
資
接
濟
、
商
販
運
載
、
原
所
不
禁
、
但
載
米
既
有
定
額
、
豊
容

例
外
多
帯
、
其
書
吏

字
識
人
等
館
會
費
用
、
亦
有
定
数
、
何
以
三
十

一
年
清
査
定
議
之
後
、

又
多
設
款
項
、
任
意
需
索
、
是
巡
査
海

口
並
不
實
力
査
験
、
轄

以
商
販
船
隻
、
視
多
利
数
、
若
不
嚴
加
懲
治
、
日
甚

一
日
。
…
…
嗣
後
横
洋
船

一
隻
、
慮
請
准
其
載
米
四
百
石
、
安
邊
船

一
隻
准
載
米

三
百
石
、
干
印
照
上
註
明
實
敷
、
内
地
牧

口
、
照
数
査
験
、
如
有
例
外
多
帯
、
立
予
重
究
。
…
…
近
來
食
物
昂
貴
、
實
不
敷
用
、
磨
請

文
員
衙
門
、
毎
船
准
牧
番
銀
五
圓
、
武
職
衙
門
准
牧
番
銀
三
圓
、
以
資
貼
補
、
其
掛
験
米
石
等
項
随
例
、

一
概
嚴
行
禁
革
。

と
あ
る
よ
う
に
、
横
洋
船
の
積
載
定
額
を
米
四
百
石
に
、
安
邊
船
の
積
載
定
額
を
米
三
百
石
に
し
、
商
船
免
許
に
数
量

を
記
載
し
、
定
額
を

超
え
た
商
船
に
罰
を
与
え
る
と
し
て
、
陋
規
の
徴
収
に
対
し
て
改
め
て
文

口
が
番
銀
五
円
を
、
武
口
が
番
銀
三
円
を
徴
収
す
る
こ
と
を
定
め
、

ま
た
、
こ
れ
以
上
の
陋
規
徴
収
を
厳
し
く
禁
止
す
る
こ
と
に
し
た
。

一
方
、
八
里
盆
に
対
し
て
は
、
『
毫
灘
采
訪
冊
』

の

「大
學
士
九
卿
議

覆
公
中
堂
福
議
奏
」
に

該
庭
港
道
寛
潤
、
可
容
大
船
出
入
。
從
前
即
有
商
船
牧
泊
該
庭
、
運
載
米
穀
、
管

口
員
弁
、
籍
端
需
索
、
得
受
陋
規

之
事
、
徒
有
封
禁

之
名
、
毫
無
實
際
。
且
淡
水
為
産
米
之
匪
、
八
里
盆

一
港
又
非
偏
僻
港
口
僅
容
小
船
者
可
比
、
-
…
・小
民
等
趨
利

如
驚
、
勢
難
禁
遇
、

與
其
陽
奉
陰
違
、
轄
滋
託
索
、
不
若
明
設
口
岸
、
以
便
商
民
。

と
あ
る
よ
う
に
、
陋
規

の
不
当
徴
収
を
避
け
よ
う
と
し
て
生
じ
る
密
輸
等

の
非
合
法
的
商
業
活
動
の
蔓
延
を
防
ぐ
た
め
、
清
朝
政
府
は
乾
隆

五
十
三
年

(
一
七
八
八
)
に
台
湾
北
部

の
八
里
盆
を
正
口
に
昇
格
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
八
里
盆
の
陋
規
徴
収
に
つ
い
て
は
、
『
福
建
省
例
』

海
防
例
、
「八
里
盆
封
渡
五
虎
門
開
設
口
岸
未
蓋
事
宜
」
に
、

査
八
里
盆
新
設
口
港
、
磨
召
募
行
保

・
海
保
及
口
差

・
経
書
、
並
設
立
小
船
引
帯
商
艘
、

一
切
紙
張
、
飯
食
等
費

均
不
可
少
。
是
以
請

照
新
定
章
程
、
毎
船
文
員
衙
門
准
牧
番
銀
五
元
、
武
職
衙
門
准
牧
番
銀
三
元
。

と
あ
る
よ
う
に
、
公
務
費
用
の
た
め
、
文

口
は
番
銀
五
元
、
武
口
は
番
銀
三
元
と
い
う
陋
規

の
制
限
も
定
め
ら
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
台
湾

三

つ
の
正
口
と
福
建
三

つ
の
正
口
と
の
間
の
三
つ
の
渡
航
路
線
が
成
立
し
た
。
因
み
に
、
対
岸
の
福
建
の
三

つ
の
正

口
の
商
船
陋
規

徴
収
で

は
、
厦
門

は
番
銀
三
圓
で
あ
り
、
福
州
南
台
と
蛆
江
は
番
銀
二
圓
で
あ

っ
た

。



と

こ
ろ
で
、
以
上
の
施
策
を
採

っ
た
上
で
、
政
府
が
福
建

・
台
湾
沿
岸
地
方
に
密
航

・
密
輸
の
取
締
り
を
強
化
せ
よ
と
屡

々
通
達
し
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
効
果
は
上
が
ら
な
か

っ
た
。
嘉
慶
初
年
ま

で
に
は
、
商
船
だ
け
で
は
な
く
、
漁
船
に
よ
る
密
輸
も
多
く
な

っ
た
。

『
宮
中
棺
嘉
慶
朝
奏
摺
』
(台
湾
故
宮
博
物
院
所
蔵
、
未
刊
)
第
二
輯
、
五
〇
六
頁
、
嘉
慶
元
年

(
一
七
九
六
)
八
月
二
十
日
日
付
け
の
福

建
巡
撫
挑
棄
の
上
奏
文
に
、

是
以
定
例
漁
船
出
入
不
准
爽
帯
貨
物

・
米

・
酒
、
違
則
治
罪
、
杜
漸
防
微
、
立
法
原
属
周
密
、
乃
閲
省
積
年
以
來
、
守

口
員
弁
掛
験
稽

査
、
有
名
無
實
、
甚
至
襖
保
漁
戸
、
串
通
滋
弊
、
而
該
管
道
府
將
備
、
又
不
随
時
査
究
、
以
致

口
岸
疎
虞
、
盗
匪

日
多
。

と
あ
る
よ
う
に
、
福
建
省
沿
岸
地
方
で
は
、
掛
験
が
有
名
無
実
と
な

っ
た
た
め
、
漁
船
に
よ
る
密
輸
が
深
刻
と
な
り
、
海
賊
事
件
も
多
く
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
情
況
は
正
口
の
台
運
業
務
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
も
、
こ
の
勢

い
は
弱
ま
ら
ず
、
『
福

建
省
例
』
船
政
例
、
「膨
湖
添
復
尖
膳
船
額
往
毫
販
運
糧
食
議
定
稽
査
章
程
」
に
、

遽
年
毫
属
各
口
圖
索
規
例
、
壇
立
限
制
、
尖
膳
毎
船
只
准
載
米
八
十
石
、
留
難
勒
措
。
而
緻
規
各
漁
船
、
毫
属
文
武
各

口
、
任
聴
楡
越

満
載
販
運
、
毫
無
顧
忌
。
…
…
近
来
横
洋
糖
船
、
潜
往
膨
湖
寄
掟
、
男
寛
小
船
来
毫
装
運
糖
米
、
駁
載
回
樟
、
規
避
配
運
官
穀
。
尖
膳

船
隻
、
若
全
載
米
石
、
恐
受
大
船
寛
載
轄
運
、
並
恐
其
私
透
接
済
等
語
。
…
…
所
有
尖
膳
船
隻
、
自
膨
湖
嬬
宮
襖
出

口
、
前
赴
墓
濁
各

港
貿
易
、
定
限

一
個
月
回
漢
、
不
得
爽
帯
違
禁
貨
物
。
…
…
伏
査
尖
膳
赴
壷
販
運
、
只
有

一
個
月
之
限
、
如
將
運

回
之
米
告
於
横
洋
糖

船
、
勢
必
無
米
進
運
膨
口
。
若
於
私
害
之
後
、
又
赴
毫
湾
販
米
到
膨
、
不
時
往
返
需
時
、
遅
途

一
月
之
限
、
而
駕

入
墓

口
、
亦
無
新
給

印
照
緻
験
。

と
あ
る
よ
う
に
、
台
湾
各
港
の
文
口

・
武

口
は
陋
規

を
求
め
る
た
め
、
商
船
に
対
し
て
私
に
積
載
米
穀
数
量

の
制
限
を
設
け
て
お
り
、
陋
規

を
支
払

っ
た
漁
船
に
も
米
穀
の
運
輸
を
許
し
、
ま
た
、
横
洋
船
と
糖
船
は
官
穀
の
運
搬
を
避
け
る
た
め
、
福
建

・
台
湾

間
の
交
易
中
継
地
で

あ
る
膨
湖
に
寄
港
し
、
小
船
を
雇
っ
て
台
湾

へ
の
米
穀
や
砂
糖
の
密
輸
を
行
う
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
政
府
は
そ
の
陋
規

の
不
当
徴

収
と
密
輸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
福
建

・
台
湾
間
の
往
来
時
間
に

一
ヵ
月
の
制
限
を
設
け
る
と
同
時
に
、
膨
湖
で
の
印
照
検
査
を
強
化
す

る
よ
う
と
通
達
を
出
し
て
も
い
る
。

つ
ま
り
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
商
船
と
漁
船
が
公
然
と
正

口
を
経
由
せ
ず
、
直
接
に
台
湾
の
各
港



乾
隆
十
四
年

(
一
七
四
九
)
に
中
国
東
北
奉
天
の
大
豆
移
出
禁
令
が
緩
め
ら
れ
、
大
船
は
黄
豆
二
百
石
、
小
船
は
黄

豆

一
百
石
を
販
運
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
た
が
、
乾
隆
三
十
七
年

(
一
七
七
二
)
に
こ
の
制
限
が
撤
回
さ
れ
、
各
種
商
船
は
自
由
に
黄
豆

.
豆
餅

.
豆
粕
を
販
運
す

る
よ
う
に
な

っ
た

。
こ
の
大
豆
交
易
の
開
放
に
よ

っ
て
閾
南
籍
商
人
の
華
北
や
遼
東
半
島

へ
の
交
易
活
動
は
さ
ら
に
盛
ん
に
な

っ
て
き

た
。
ま
た
、
乾
隆
後
期
よ
り
、
福
建
の
商
船
は
天
津
で
取
引
を
終
え
て
東
北
や
山
東
に
行
き
、
大
豆
を
仕
入
れ
て
か
ら
福
建
に
帰
航
す
る
と

い
う
交
易
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た

。

こ
の
沿
岸
交
易
の
詳
細
に

つ
い
て
は
既
に
先
学
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る

。

一
方
、
福
建

・
台
湾
間
の
商
業
活
動
に

つ
い
て
は
、
嘉
慶
年
間
ま
で
台
湾
～
福
建
～
江
浙

と
い
う
厦
門

を
結
節
点
と
し
た
L
字

型
の
取
引
関
係
が
存
在
し
て
い
た

。
そ
れ
は
、
台
湾
対
外
商
業
活
動
を
握
る
閏
南
籍
商
人
の
商
船
は
台
湾
に
行

っ
て
砂
糖
や
米
穀
等
を

三

海
賊
事
件
の
頻
発
と
清
朝
政
府
の
対
策

に
赴
き
、
商
交
易
を
行
う
こ
と
が
多
く
な

っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
嘉
慶
末
期
に
至
る
と
、
『
福
建
省
例
』
倉
庫
例
、
嘉
慶
二
十
二
年

(
一

八

一
七
)
三
月
二
十
八
日
日
付
の

「配
運
壷
穀
條
款
章
程
」
に
、

商
船
往
來
貿
易
、
貨
本
萬
金
、
而
所
配
官
穀
、
少
只
数
十
石
、
多
至
数
百
石
為
止
、
如
果
毫
属
各
口
廉
員
乗
公
撲
配
、
内
地
各
庭
照
数

盤
牧
、
嚴
杜
丁
胃
勒
索
擾
累
之
弊
、
則
商
船
何
致
多
方
規
避
、
甘
於
冒
険
而
罹
刑
章
。
是
配
運
毫
穀
之
事
、
全
在
各

口
廉
員
認
真
査
辮
、

不
可
任
聴
丁
胃
行
保
串
通
賄
免
、
亦
不
可
任
聴
胥
役

勒
索
陋
規

、
則
商
船
無
所
顧
慮
、
自
必
源
源
領
運
、
可
無
積

歴
之
虞
。

と
あ

る
よ
う
に
も
な

っ
て
い
る
。
商
船
が
正
口
に
入
ら
ず
、
密
輸
を
す
る
の
は
、
正
口
で
の
胃
吏
と
兵
士
の
陋
規

の
不
当
徴
収
を
避
け
る
た

め
で
あ

っ
た
。
清
朝
政
府
が
こ
れ
を
禁
止
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
三

つ
の
正
口
の
渡
航
路
線
は
有
名
無
実
化
し
、
正
口
の
台
運
業
務
も
悪
化

し
て
き
た
。

一
方
、
海
上
の
治
安
は
乱
れ
、
海
賊
事
件
が
頻
発
し
、
か
り
に
商
船
が
官
穀
を
載
せ
た
と
し
て
も
、
海
賊
に
遭
い
、
或

い
は
風

に
流
さ
れ
た
こ
と
を
口
実
に
、
別
省

へ
取
引
に
行
く
こ
と
が
多
く
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
海
賊
事
件
の
頻
発
と
台
運
と

の
関
連
に
つ
い
て
は

節
を
改
め
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。



仕
入
れ
、
福
建
を
経
由
し
て
大
陸
沿
岸
を
沿

っ
て
江
南
、
華
北
地
域
に
北
上
し
、
台
湾

・
福
建

の
特
産
品
を
売
り
出
し
、
当
地
の
特
産
品
を

購
入
し
、
福
建
に
帰
航
す
る
と
い
う
交
易
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
当
時
、
民
間
商
船
が
清
朝
政
府

の
許
可
を
得
ず
、
別
省

に
米
穀
を
販
売
す
る

こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
所
謂
米
禁
で
あ
る
。
台
湾

・
福
建
間
で
は
そ
の
よ
う
な
統
制
は
な
か

っ
た
が
、
前
述

の
よ
う
に
、
米
穀

の
積
載

量
は
制

限
さ
れ
て
い
た
。
米
穀
以
外
、
台
湾
の
主
な
輸
出
品
は
砂
糖
で
あ

っ
た
。
糖
船
と
い
う
言
葉
が
、
乾
隆
中
期
以
後
、
台
湾

の
各
地
方

志
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
も
こ
う
し
た
動
向
と
関
連
す
る
が
、

こ
の
糖
船
は
砂
糖
交
易
を
担
当
す
る
と
と
も
に
、
台
運
義
務
も

負

っ
て
い
た
の
で
あ
る

(表
2
参
照
)
。
糖
船
は
普
通
の
商
船
よ
り
大
型
で
、
盛
ん
に
台
湾
産
砂
糖
を
仕
入
れ
て
江
南

や
華
北
に
売
り
出
し

て
い
た
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
台
湾
の
砂
糖
を
仕
入
れ
て
福
建
を
経
由
す
れ
ば
、
台
運
に
何
も
影
響
は
な
か

っ
た

こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
乾
隆
末
期
に
至
る
と
、
こ
の
よ
う
な
交
易
パ
タ
ー

ン
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
。
そ
の
原
因
は
本
節
で
考
察

し
よ
う
と
す
る
海
賊

事
件

の
頻
発
に
あ
る
。
中
国
東
南
沿
岸
に
お
い
て
安
南

(ベ
ト
ナ
ム
)
の
夷
艇
や
票
牽
を
始
め
と
す
る
匪
艇
等
の
海
賊
事
件
が
頻
発
し
た

。

そ
れ

は
具
体
的
に
台
運
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、

こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

『宮
中
棺
嘉
慶
朝
奏
摺
』
第
二
輯
、
二
六
八
頁
、
嘉
慶
元
年

(
一
七
九
六
)
七
月
初
八
日
日
付

の

(長
藍
塩
政
)
方
維
旬
の
上
奏
文
に
、

奏
為
閾
省
帯
運
官
穀
商
船
在
閏
洋
遇
盗
、
駿
至
天
津
恭
摺
奏
聞
事
。
擦
閲
省
船
戸
黄
振
等
稟
報
、
閏
省
商
船
七
隻
至
津
、
各
帯
有
皇
湾

運
送
度
門
等
庭
兵
米
穀
石
、
…
…
潭
泉
両
府
船
戸
、
向
來
商
船
到
毫
濁
装
貨
、
毎
船
例
帯
官
穀
到
度
門
鷹
等
庭
交
卸
、
今
年
照
例
各
帯

官
穀
、
領
有
皇
湾
鷹
縣
印
照
、
陸
績
開
行
、
…
…
六
月
初
間
、
與
同
常
商
船
四
十
絵
隻
、
陸
績
前
赴
度
門
、
…
…
埣
遇
盗
匪
多
船
。
.

…
即
　
著
南
風
　
帆
、
北
駿
奔
入
大
洋
。
…
…
因
此

一
直
來
津
、
不
能
到
度
用
牧
口
交
穀
、
情
願
寄
信
度
門
牙
行
、
即
行
照
敷
買
補
交

倉
、
…
…
盤
査
各
船
稻
穀
、
與
印
照
数
目
相
符
、
…
…
磨
准
照
該
船
戸
所
請
、
寄
信
度
門
、
就
近
買
穀
賠
交
、
所
有
帯
來
穀
石
、
傍
磨

給
領
、
但
米
穀
例
禁
出
洋
、
未
便
復
令
帯
回
、
磨
請
暫
交
天
津
縣
存
貯
、

一
侯
閲
省
盗
覆
到
日
、
准
其
在
津
告
責
、
如
有
績
到
船
隻
、

均
即
照
此
辮
理
。

と
あ

る
。
福
建
省
船
戸
黄
振
等
の
七
隻
の
商
船
は
台
運
官
穀
を
載
せ
な
が
ら
も
、
福
建
沿
岸
で
海
賊
に
会

っ
た
た
め
、
福
建
正
口
の
厦
門
に

入
ら
ず
中
国
沿
岸
を
北
上
し
て
直
隷
の
天
津
に
入
港
し
た
。
船
戸
ら
は
厦
門

の
牙
行
に
手
紙
を
出
し
、
載
せ
た
数
量
に
照
ら
し
て
代
わ
り
に



先
に
官
穀
を
賠
償
し
て
も
ら
お
う
と
進
言
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
清
朝
政
府
は
許
可
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
米
穀
外
洋
移
出
禁
止
例
に
照

ら
し
て
天
津
で
載
せ
た
台
運
官
穀
を
売
り
出
す
こ
と
を
許
し
た
。
さ
ら
に
、

こ
れ
よ
り
天
津
に
来
た
台
運
商
船
に
対
し

て
も
同
じ
方
法
で
処

理
す
る
こ
と
に
し
た
。

「米
穀
例
禁
出
洋
」
と
い
う
定
例
は
恐
ら
く
海
禁
と

い
う
も
の
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
処
理
方
式
に
よ

れ
ば

、
官
穀
だ
け
で
は
な
く
、
天
津
に
運
ん
で
き
た
民
間
の
米
穀
も
販
売
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
米
禁

の
緩

和
を
意
味
す
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
清
朝
政
府
の
対
応
は
福
建
～
台
湾
～
天
津
と
い
う
三
角
型
の
交
易
ル
ー
ト
の
存
在
を
も
推
測
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
交
易
ル
ー
ト
の
存
在
を
示
す
二
つ
の
事
例
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
『
清
宮
諭
旨
棺
台
湾
史
料
』、
嘉
慶
五
年

(
一
八
〇
〇
)

六
月

二
十
五
日
日
付
の
長
本
上
諭
棺
に
、

同
日
内
閣
奉
上
諭
披
観
豫
奏
、
閏
商
帯
運
官
穀
在
洋
遇
盗
乗
風
験
至
天
津

一
摺
。
閲
商
黄
豊
勝
等
分
帯
墓
濁
鳳
山
縣
官
穀
運
至
度
門
埣

遇
盗
船
、
未
被
劫
奪
、
乗
風
駿
至
天
津
。
情
尚
可
欄
、
著
照
所
請
、
准
令
船
戸
寄
信
度
門
就
近
買
穀
賠
交
、
其
帯

来
官
穀
即
令
該
船
戸

在
津
自
行
告
費
、
並
嚴
禁
習
役
人
等
不
得
稽
有
滋
擾
該
船
戸
等
候
風
、
傍
由
天
津
載
貨
回
閲
、
均
聴
其
便
、
欽
此
。

と
あ
り
、
同
書
の
嘉
慶
六
年

(
一
八
〇

一
)
九
月
二
十
二
日
日
付
の
長
本
上
諭
棺
に
、

同
日
奉
上
諭
那
蕪
圖
奏
、
閲
商
帯
運
官
穀
在
洋
望
見
盗
船
乗
風
験
至
天
津

一
摺
。
閏
商
賀
元
年
等
六
船
在
毫
湾
置
貨
照
例
配
装
官
穀
運

送
度
門
因
見
盗
船
游
変
、
不
敢
牧

口
、
乗
風
験
至
天
津
情
形
属
宴
、
著
照
所
請
、
准
令
該
船
戸
寄
信
度
門
、
就
近

照
数
買
穀
賠
交
、
其

帯
來
官
穀
即
令
該
船
戸
在
津
自
行
告
費
、
欽
此
。

と
あ
る
の
が
そ
の
二
事
例
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
当
時
、
年

々
複
数
の
台
運
商
船
が
福
建

へ
の
官
穀
を
載
せ
な
が
ら
も
、
直
接
に
天
津
に
赴
い

て
い
た
の
で
あ
る
。
此
等
の
商
船
の
多
く
は
糖
船
で
あ
ろ
う
。
『
厦
門
志
』
巻
五
、
船
政
略
、
商
船
に
、

横
洋
船
亦
有
自
皇
湾
載
糖
至
天
津
貿
易
者
、
其
船
較
大
、
謂
之
糖
船
、
統
謂
之
透
北
船
。
以
其
違
例
、
加
倍
配
穀
。

と
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
理
解
を
支
え
る
で
あ
ろ
う
。
糖
船
の
多
く
は

「例
」
を
破

っ
て
台
湾
か
ら
直
接
に
天
津

へ
商
取
引
に
行
く
た
め
、

割
り
当

て
ら
れ
た
官
穀
も
多
か

っ
た
。

こ
の

「例
」
は
、
恐
ら
く
同
書
、
巻
六
、
毫
運
略
、
専
運
に
、



定
例
、
厦
門
為
往
來
毫

・
膨
、
南
北
掛
験
出
入
之
正
口
、
船
戸
不
准
託
故
他
往
、
先
宜
蹄
牧
正
口
。
故
由
墓
透
北
者
、
罰
令
加
倍
配
穀
。

と
あ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
台
湾

で
米
穀
の
運
搬
を
依
頼
さ
れ
た
ら
、
ま
ず
福
建
の
正
口
に
帰
航
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
れ

は
商
船
管
理
を
強
化
す
る
清
朝
政
府

の
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
米
穀
割
当
額
が
多
け
れ
ば
、
遭
難
し
た
時

の
賠
償
額
も
大
き

い
の
で
、
糖
船
は
な
る
べ
く
台
湾
か
ら
先
に
福
建
に
帰
航
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
米
穀

の
割
当
制
度
を
利
用
し
て
商
船

の
行
動
を
制
約

・
掌
握
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
船
戸
は
前
節
で
述
べ
た
商
船
保
証
制
度
を
利

用
し
、
遭
難
や
海
賊

事
件
を
口
実
と
し
、
別
省
に
行
く
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
。

嘉
慶
期
よ
り
、
こ
の
交
易
ル
ー
ト
の
変
化
に
よ

っ
て
台
運
官
穀
は
天
津
に
も
供
給
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ

は
船
戸
に
と

っ
て
は

有
利

な
処
置
で
あ

っ
た
が
、
福
建

へ
の
官
穀
運
送
に
は
遅
延
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

っ
た
。
嘉
慶
後
期
に
至
る
と
、
海
賊
事
件
が

一
段
落
し

た
が
、
こ
の
台
湾
か
ら
別
省
に
赴
く
商
船
が
増
加
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
、
『
福
建
省
例
』、
倉
庫
例
、
「配
運
墓
穀
條
款
章
程
」

に
、

上
年
度
防
磨
摺
報
、
金
大
興
等
五

・
六
十
船
、
均
係
上
年
三

・
四

・
五

・
六
等
月
配
運
出

口
、
在
洋
遭
風
、
漂
牧
上
海

・
天
津
等
庭
。

遅
至
半
年
及
七

・
八
月
、
始
行
到
度
。
…
…
歴
年
度
船
由
皇
配
穀
漂
牧
寧
波

・
上
海

・
天
津

・
錦

・
蓋
等
庭
、
多

係
糖
船
、
加
倍
配
穀
、

其
中
實
在
遭
風
者
固
属
不
少
、
而
乗
風
繧
商
遠
去
者
難
保
必
無
。
上
年
金
大
興
等
五

・
六
十
船
、
類
多
如
此
。
-
:
:
似
可
分
別
査
明
各

該
船
如
於
進
口
業
將
官
穀
轄
運
明
白
、
並
無
胎
誤
者
、
姑
寛
既
往
、
免
予
深
究
。
倫
有
積
歴
遅
運
者
、
即
傘
懲
徹
、
以
示
匪
別
膿
憧
罰

懲
各
等
由
前
來
。

と
あ

る
。

つ
ま
り
、
嘉
慶
二
十

一
年

(
一
八

一
六
)
、
金
大
興
等
五
、
六
十
隻

の
商
船
は
官
穀
を
載
せ
な
が
ら
も
、
直
接
に
上
海

・
天
津

・

遼
東
等
の
沿
岸
地
方
に
赴
い
て
商
業
活
動
を
行

っ
て
お
り
、
清
朝
政
府
は
こ
れ
を
阻
止
で
き
ず
、
官
穀
の
納
入
を
遅
延
し
な
け
れ
ば
よ
し
と

黙
認
し
た
。
当
時
の
糖
船
の
米
穀
割
当
額
が
穀
三
百
六
十
石
で
あ
る
こ
と
で

(表
2
参
照
)
、
こ
の
五
、
六
十
隻
の
糖
船

の
米
穀
割
当
総
額

を
換
算
す
れ
ば
、
民
間
販
売
米
穀
を
含
め
ず
、
年
間
約
穀
二
万
石
を
別
省
に
販
売
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
台
運
年
額
の
四
分
の

一
に

近
い
数
字
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
福
建
省
の
米
穀
納
入
乃
至
福
建

・
天
津
の
米
価
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ



る
。

ま
た
、
中
国
大
陸
の
沿
岸
各
省
は
、
開
発
先
進
地
域
で
あ

っ
た
た
め
、
殆
ど
米
不
足
の
問
題
を
か
か
え
て
い
た

。

こ
の
点
を
踏
ま

え
れ
ば
、
沿
岸
各
省
の
地
方
官
が
海
禁
を
理
由
に
、
台
運
米
穀
を
当
地
に
売
り
出
さ
せ
よ
う
と
要
求
し
た
こ
と
が
理
解

で
き
る
。
ま
た
、
天

津
と
度
門
と
の
米
価
が
同
じ
程
度
で
あ
れ
ば
、
行
保

・
船
戸
に
も
損
失
を
も
た
ら
さ
な

い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
官
穀
納
入
の
遅
延
に
よ

っ
て
台
運
業
務
は
次
第
に
悪
化
し
て
い
っ
た
。

一
方
、
清
朝
政
府

の
海
賊
鎮
圧

へ
の
対
策
も
沿
岸
商
業

活
動
に
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
嘉
慶
十

一
年
に
、
清
朝
水
師

(海
軍
)
の
衰
弱
の
た
め
、
清
朝
政
府
は
横
幅

一
丈
八
尺
以
上
の
大
き
な
商
船

を
徴
発
し
て
海
賊
の
鎮
圧
に
使
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
最
初
は
四
十
隻
を
徴
発
す
る
こ
と
を
決
め
た
が
、
実
際
は
三
十
五
隻
を
徴
発
し
、
嘉

慶
十

一
年
十
二
月
か
ら
十
五
年
八
月
ま
で
の
間
、
徴
発
し
た
商
船
が
海
賊
鎮
圧
、
或

い
は
海
洋
で
遭
難
し
た
た
め
、
沈

没
す
る
こ
と
が
あ
り
、

清
朝
政
府
が
こ
れ
ら
の
損
失
を
船
戸
に
賠
償
し
た
。
ま
た
、

こ
の
期
間
、
徴
発
を
増
や
し
た
り
、
徴
発
を
解
除
し
た
り
も
し
て
い
た

。

ま
た
、
嘉
慶
十

一
年

(
一
八
〇
六
)
に
清
朝
政
府
は
海
賊

の
強
奪
を
恐
れ
、
櫟
頭

(横
幅
)

一
丈
八
尺
以
上
の
商
船
の
製
造
を
禁
止
す
る
こ

と
に
し
た

。

以
上

の
よ
う
な
対
策
は
恐
ら
く
厦
門

周
辺
の
福
建
南
部
地
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
大
き
な
商
船
は
少
な

く
な

り
、
政
府
の
徴
発
を
避
け
る
た
め
、
福
建
に
帰
港
せ
ず
、
北
洋
に
赴
く
商
船
が
多
く
な

っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
、
商
船
に
依

存
す

る
台
運
の
遅
延
状
況
が
さ
ら
に
深
刻
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
の
下
で
、
『
毫
溝
通
史
』
巻
十
三
、
軍
備
志
に
、

自
林

(爽
文
)
・
陳

(周
全
)
・
藥

(牽
)
三
逆
軍
興
、
各
府

・
縣
運
穀
赴
省
、
積
貯
空
其
大
半
。
頻
年
買
補
、
尚
訣
額
者
十
数
萬
石
、

而
壷
溝
毎
歳
運
穀
、
不
能
時
至
。
各
動
倉
穀
、
塾
放
兵
米
。
茜
貯
未
満
、
又
有
新
借
、
各
縣
籍
口
不
免
庸
空
。

と
あ
る
よ
う
に
、
台
湾
で
の
反
乱
や
海
賊
事
件
の
た
め
、
台
運
の
遅
延
が
深
刻
に
な
り
、
福
建
兵
米
の
支
給
は
内
地
の
倉
儲
に
頼
ら
ざ
る
を

得
ず
、

福
建
倉
儲
は
減
る

一
方
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

海
賊
事
件
の
頻
発
の
中
で
、
商
船
の
運
送
途
中
で
、
海
賊
に
米
穀
を
奪
わ
れ
た
こ
と
も
多
か

っ
た
。
乾
隆
六
十
年
か
ら
嘉
慶
十
四
年
十
月

ま
で
、
海
賊
に
奪
わ
れ
た
台
運
米
穀
は
米
三
千
余
石
、
穀

一
万
七
千
余
石
に
達
し
、
福
建
省
は
自
ら
章
程
を
定
め
、
地
方
官
吏

・
兵
士
や
行



保
に
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
た
が
、
数
量
が
彪
大
で
あ

っ
た
た
め
、
官
吏

・
兵
士
や
行
保
が
賠
償
で
き
ず
、
清
朝
政
府
は
福
建
各
属
倉
穀

の
耗

米
易
穀
と
い
う
項
目
か
ら
補
填
す
る
こ
と
と
し
た

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
台
運
米
穀
と
福
建
倉
儲
と
の
関
連

及
び
そ
の
重
要
性
が

窺
え
る
。

嘉
慶
十
四
年
、
察
牽
を
平
定
し
た
後
、
清
朝
政
府
は
台
運
の
未
運
搬
米
穀
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
時
、
商
船
は
正
口
に

入
ら
ず
、
台
運
義
務
を
避
け
て
い
た
た
め
、
未
運
搬
の
官
穀
数
量
は
十
六
万
石
余
り
に
達
し
、
清
朝
政
府
は
五
年

の
制
限
を
設
け
て
年
に
三

万

一
千
石
を
商
船
に
運
搬
さ
せ
よ
う
と
し
た

。
ま
た
、
色

々
な
施
策
が
採
ら
れ
た
。
第

一
に
、
嘉
慶
十
五
年

(
一
八

一
〇
)
に
清
朝
政

府
は
淡
水
庁
の
正
口
八
里
盆
に
米
穀
運
搬
業
務
を
開
始
し
、
鹿
耳
門
～
厦
門

、
鹿
仔
港
～
蛆
江
、
八
里
盆
～
福
州
五
虎
門
、
三
つ
の
米
穀
運

搬
ル
ー
ト
を
確
立
し
た

。
第
二
に
、
清
朝
政
府
は
、
大
き
な
商
船
が
少
な
く
な

っ
た
た
め
、
商
船
だ
け
で
は
な
く
、
正
口
に
入
っ
た
櫟

頭
五
尺
以
上
の
漁
船
に
も
官
穀
を
運
搬
さ
せ
る
こ
と
に
し
た

(表

2
参
照
)
。
当
時
台
運
業
務
が
あ

っ
た
の
は
正
口
だ
け

で
あ
り
、
行
保
の

保
証
を
得
な
け
れ
ば
、
米
穀
を
運
搬
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
た
め
で
あ
る

。
第
三
に
、
嘉
慶
十
四
年
か
ら

は
、
清
朝
政
府
は
再

び
商
船
の
櫟
頭
の
長
さ
に
よ
っ
て
米
穀
割
当
額
を
決
め
る
こ
と
に
し
た
が
、
後
に
胃
吏
の
陋
規

の
不
当
徴
収
に
絡
ん
で
、
運
搬
の
状
況
が
芳

し
く
な
か
っ
た
た
め
、
止
む
得
ず
商
船
を
借
り
切

っ
て
官
穀

の
委
員
運
送
を
行
う
と
い
う
専
運
を
行

っ
た
。
嘉
慶
十
六
年

(
一
八

一
一
)
に

厘
防
庁
は
大
き
な
商
船
を
徴
発
し
、
十
隻
を
雇
用
し
て
隻
毎
に
お
お
よ
そ
穀
二
千
石
を
載
せ
、
蛆
江
庁
は
大
き
な
商
船
を
十
隻
雇
用
し
、
隻

毎
に
約
穀

一
千
石
を
載
せ
、
丞

・
倖

・
遊
撃

・
守
備
各

々

一
名
を
派
遣
し
て
処
理
さ
せ
、
運
賃
は
定
例
の
価
格
に
銀
二
分
を
増
し
、

こ
れ
は

三
回
に
分
け
て
福
建
に
穀
十
万
石
を
運
ん
だ

。

以
上
の
施
策
に
よ
っ
て
累
積
し
た
未
運
搬
状
況
は
や
や
解
消
さ
れ
た
が
、
台
運
遅
延
の
大
勢
は
変
わ

っ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ

を
解
決
す
る
た
め
、
嘉
慶
二
十
二
年

(
一
八

一
七
)
に
至
る
と
、
福
建
省
当
局
は
更
に
詳
細
の

「配
運
壷
穀
條
款
章
程
」
を
定
め
た
。

こ
の

章
程

の
概
要
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
第

一
に
、
厦
門

所
属
商
船
に
厦
門
倉
穀
を
、
蛆
江
所
属
商
船
に
晋
江

.
南
安
両
県
倉
穀
を
運
搬
さ
せ

る
よ
う
に
し
た
。

つ
ま
り
、
商
船
の
所
属
に
よ
っ
て
所
属
県
付
近
の
倉
穀
の
運
搬
を
依
頼
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
福
建
正
口
に
帰
航

し
た
後
の
転
運
問
題
に
つ
い
て
は
、
台
湾
か
ら
厦
門

や
蛆
江
に
運
ん
で
き
た
官
穀
を
福
建
各
地
方
官
倉
に
転
運
す
る
こ
と
を
明
白
に
し
て
、



始
め
て
商
船
が
出
港
す
る
こ
と
を
許
し
、
若
し
転
運
す
る
商
船
が
無
け
れ
ば
、
専
運
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
転
運
が
遅
れ
れ
ば
、

行
保
が
責
任
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
台
運
を
避
け
た
商
船

へ
の
処
置
に

つ
い
て
は
、
台
湾
か
ら
福
建

に
帰
航
し
た
商
船
は

積
載
台
運
米
穀
が
無
け
れ
ば
、
す
ぐ
正
口
に
行
く
よ
う
に
命
じ
て
貨
物
を
下
ろ
し
て
米
穀
を
運
搬
さ
せ
、
も
し
、
既
に
米
穀
を
積
載
す
れ
ば
、

正
口
に
行
か
せ
て
転
運
を
処
理
さ
せ
た
。
第
四
に
、
遭
難
商
船

へ
の
処
置
に

つ
い
て
は
、
正
口
で
な
い
港
は
官
穀
を
載

せ
た
商
船
の
入
港
を

許
さ
ず
、
難
破
船
で
あ
れ
ば
、
修
理
さ
せ
て
す
ぐ
正
口
に
行
か
せ
て
転
運
を
処
理
す
る
。
第
五
に
、
運
搬
期
限
と
弁
償
問
題
に
つ
い
て
、
台

湾
か
ら
出
港

一
ヵ
月
以
内
に
福
建
に
戻

っ
て
こ
な
け
れ
ば
、行
保
を
通
じ
て
商
船

の
行
方
を
掌
握
し
て
陸
運
か
ら
官
穀

の
領
収
書
を
回
収
し
、

一
ヵ
月
の
期
限
を
設
け
て
行
保
に
先
に
米
穀
を
出
さ
せ
て
お
い
て
、
商
船
が
帰

っ
て
く
れ
ば
、
元
の
米
穀
を
行
保
に
引
き
渡
す
。
第
六
に
、

福
建

と
台
湾
間
の
台
運
商
船
の
照
会
に

つ
い
て
、
商
船
に
印
単

(船
舶
免
許
)
に
入
港
予
定
地
を
記
入
さ
せ
、
番
号
を
付
け
、
官
穀
と

一
緒

に
持
ち
帰
ら
せ
、
出
港
日
に
照
ら
し
、
月
毎
に
商
船
名
簿
を
福
建
の
三
つ
の
正
口
に
送

っ
て
取
り
締
ま
る

。

こ
の
章
程
だ
け
で
は
な
く
、
海
賊
事
件
が
多
か
っ
た
た
め
、
米
穀
の
賠
償
に
関
し
て
も
別
の
基
準
が
出
来
た
。
そ
の

こ
と
を
伝
え
て
、
『
淡

水
磨
志
』
巻
七
、
武
備
志
に
、

照
皇
運
章
程
、
内
洋
被
劫
、
地
方
官
賠
補
。
外
洋
被
劫
、
螢
弁
買
賠
。
船
至
内
港
、
駕
駿
不
慎
欄
損
、
或
船
戸
中
途
盗
責
者
、
行
戸
賠

補
。
外
洋
遭
風
、
盗
部
諮
免
。

と
あ

る
。

つ
ま
り
、
商
船
の
積
載
官
穀
が
海
賊
に
撲
わ
れ
た
ら
、
地
方
官
や
営
弁
が
弁
償
し
、
船
戸
の
人
為
的
ミ
ス
に
よ
る
流
失
や
船
戸
に

よ
る
盗
売
は
、
行
保
が
弁
償
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
定
め
ら
れ
た
章
程
は
厳
密
な
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
胃
吏

の
陋
規

の
不
当
徴
収
と
密
輸
の
状
況
を
考
え
て
み
れ
ば
、
ど

の
程
度
の
実
施
効
果
が
あ

っ
た
の
か
が
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
清
朝
政
府
は
、
運
搬
船
を
増
や
す
た
め
、
商
船
の

一
丈
八
尺
の
製
造
制
限
を

取
り
消
し
た

。
以
上
の
処
置
の
実
行
に
も
拘
ら
ず
、
台
運
遅
延
の
状
況
は
続
い
て
い
た
。
嘉
慶

二
十
三
年

(
一
八

一
八
)
に
専
運
が

再
び
実
施
さ
れ
た
。
以
後
、
も
し
累
積
し
た
未
運
搬
米
穀
が
多
け
れ
ば
、
直
ち
に
専
運
を
実
施
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
『墓
湾

通
史
』
巻
二
十
、
糧
運
志
に
、



お

わ

り

に

清
朝
専
制
体
制

の
下
で
、
政
府
は
公
権
力
を
以
て
社
会
経
済
の
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の

一
環
で
あ

る
海
禁

.
米
禁

の
食

糧
政
策

下
に
お
い
て
、
恒
常
的
な
米
穀
運
送

の
台
運
体
制
は
特
異
な
存
在

で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
は
、
経
済
的
狙
い
も
政
治
的
狙

い
も
あ

っ
た
。

重
洋
瞼
阻
、
歳
有
漂
沈
、
平
時
配
運
祇
百
鯨
石
、
糖
市
倍
之
。
失
水
責
償
、
為
数
無
多
、
故
行
之
可
久
。
若
雇
船
専
運
、
毎
船
可
止
十

倍
。
設
有
不
虞
、
官
商
難
賠
。
…
…
昔
時
商
本
豊
厚
、
船
料
堅
固
、
今
則
商
船
薄
小
、
沈
砕
較
多
。
民
間
買
貨
千

石
、
猶
必
分
寄
敷
船
、

以
防
意
外
。
而
官
穀
豊
可
不
重
乎
。
…
…
毎
起
必
有
文
武
正
副
委
員
護
送
、
弁
兵
供
慮
稿
賞
、
取
諸
四
縣
、
賠
累
已
甚
、
而
内
地
各
倉
、

既
失
商
運
之
利
、
則
必
多
所
挑
駁
。
此
累
之
在
官
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
専
運
を
担
当
し
た
商
船
が
運
搬
途
中
で
米
穀
を
流
失
し
た
ら
、
そ
の
運
搬
数
量
が
多
い
た
め
、
官
吏
や
船
戸
は
弁
償
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
台
湾
の
地
方
官
は
、
運
搬
に
当
た
る
兵
士

へ
の
供
給
や
賞
与
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
ま

た
、
内
地
の
各
倉
の

胃
吏

は
商
船
が
少
な
く
な
り
、
陋
規

の
収
入
も
少
な
く
な

っ
た
た
め
、
台
運
の
米
穀
の
品
質
に
文
句
を

つ
け
て
陋
規

を
求
め
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
官
僚
達
も
次
第
に
台
運
業
務
を
厄
介
な
も
の
と
見
な
す
よ
う
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
船
戸
に
と

っ
て
は
、
『
度

門
志
』
巻
六
、
壷
運
略
に
、

載

民
貨

一
石
、
水
脚
銀
三
銭
至
六
銭
不
等
、
官
穀
例
債
、
毎
石
六
分
六
贅
、
大
運
由
司
掲
廉
、
酌
加
二
分
、
合
計
毎
石
止
八
分
有
奇
。

毎

船
以
二
千
石
為
率
、
船
戸
僅
得
運
脚
銀

一
百
鯨
両
、
不
敷
舵
水
飯
食

・
工
資

・
修
理

・
蓬
索
之
需
、
加
以
兵
役
供
磨
槁
賞
、
行
商
之

賠

累
甚
鈍
。

と
あ
る
よ
う
に
、
僅
か
銀
百
両
あ
ま
り
の
運
賃
を
得
て
、
水
夫
等
の
人
件
費
、
船
舶
修
理
代
及
び
兵
士

へ
の
供
給
と
賞

与
を
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な

か
っ
た
た
め
、
大
き
な
損
害
を
蒙

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
船
戸
が
な
る
べ
く
台
運

・
専
運
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。



註
台
運
は
単
な
る
台
湾
か
ら
福
建

へ
の
米
穀
運
搬
だ
け
で
は
な
く
、
海
船
管
理

・
掌
握
の
手
段
の

一
つ
で
も
あ

っ
た
。

こ
れ
を
利
用
し
て
海
船

管
理
を
強
化
し
、
行
保
を
通
じ
て
海
船
の
動
向
を
制
約

・
掌
握
す
る
と
い
う
清
朝
支
配
体
制

の
政
治
的
意
図
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
清
朝
の
沿
岸
各
港

へ
の
十
全
な
統
御
は
難
し
く
、
と
り
わ
け
公
権
力
が
十
分
に
及
ば
な
い
と

こ
ろ
の
多
い
新
開
地
の
台
湾
で
は
、

官
吏
や
水
師
兵
士
に
よ
る
陋
規

の
不
当
徴
収
を
禁
止
で
き
ず
、
福
建

・
台
湾
間
の
米
穀
密
輸
問
題
が
続
発
し
た
。
そ
こ
で
、
正
口
に
入
ら
ず
、

台
運
義
務
を
避
け
よ
う
と
す
る
商
船
が
多
く
な
り
、
台
湾
正
口
の
台
運
業
務
は
次
第
に
悪
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

乾
隆
末
期
か
ら
嘉
慶
中
期
に
か
け
て
票
牽
を
始
め
と
す
る
海
賊
事
件
が
勃
発
し
、
台
運
の
遅
延
は
さ
ら
に
深
刻
化
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ

の
間

の
福
建
兵
米
は
止
む
得
ず
福
建
倉
貯
か
ら
支
給
さ
れ
、
倉
貯
が
減
少
す
る

一
方
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
閲
南
籍
の
商
船
が
、
福
建
沿
岸
の

海
賊
事

件
の
頻
繁
化
に
乗
じ
て
海
賊
回
避
と
称
し
、
福
建
正
口
に
帰
航
し
な
か

っ
た
た
め
、
福
建
～
台
湾
～
江
浙

.
天
津
と
い
う
三
角
型
の

交
易

ル
ー
ト
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
。
清
朝
政
府
が
そ
の
積
載
官
穀
の
販
売
を
許
し
た
こ
と
は
、
台
湾
米
穀
を
別
省
に
供
給
す
る
道
を
開
き
、

米
禁

の
緩
和
を
意
味
し
た
が
、
他
方
で
は
福
建
米
価
を
安
定
さ
せ
る
役
割
を
も

つ
台
運
に
遅
延
を
も
た
ら
し
た
。
海
賊
事
件
が

一
段
落
し
た

後
、
清
朝
政
府
は
運
搬
船
を
増
や
す
た
め
、
台
湾
北
部
八
里
盆
の
台
運
業
務
と
漁
船

の
官
穀
運
搬
を
開
始
し
、
さ
ら
に
櫟
頭
に
よ
る
運
搬
数

量
を
決

め
る
方
式
を
再
び
実
施
し
た
が
、
運
搬
状
況
が
芳
し
く
な
か

っ
た
た
め
、
止
む
得
ず
専
運
を
実
施
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
時
的

に
問
題

は
解
消
し
た
が
、
台
運
の
遅
延
問
題
は
続
い
た
。

道
光
年
間
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
商
船
の
台
運
義
務
の
回
避
が
さ
ら
に
深
刻
と
な
り
、
さ
ら
に
鹿
耳
門
と
鹿
仔
港
は
土
砂
堆
積
の
た
め
、

港
湾
機
能
が
低
下
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
台
運
を
破
綻

の
道
に
導
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、

台
運
米
穀
の
供
給
が
、
沿
岸
各
省
の
米
価
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
天
下
漕
糧
の
集
散
地
の
天
津

へ
の
台
運
官
穀
の
供
給
が
漕

運
の
海
運
化
の
展
開
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ば
し
た
の
か
等
の
問
題
が
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
問
題
の
検
討
は
今
後
の
研
究
課
題
に
な
る
。



(
1
)

拙
稿

「雍
正

・
乾
隆
期
に
お
け
る
福
建

・
台
湾

間

の
米
穀
流
通

」
(九
州
大
学

『
東
洋
史
論
集
』
二
七
、

一
九
九
九
年
)。

(2
)

山
本
進

「海
禁
と
米
禁
-
清
代
閲
漸
沿
海
の
米
穀
流
通
ー
」

(『
社
会
経
済
史
学
』

五
五
-

五
、

一
九
八
九
年
)
、
同
氏

「清
代
嘉
道
期

の
海

運
政
策
-
漕

運

の
民
間
委
託
化
1
」
(『
東
洋
学
報
』
七
二
ー
三
、
四
、

一
九
九

一
年
)
、
栗
原
純

「清
代
台
湾

に
お
け
る
米
穀
移
出
と
郊
商
人
」
(『
台
湾
近

現
代
史
研
究
』

五
、

一
九
人
四
年
、
緑
蔭
書
房
)
、
泉
澤
俊

}

「清
代
東
南

沿
海

の
米
穀
流
通

に

つ
い
て
1

福
建

へ
の
移
入
を
中
心
と

し
て
ー

」

(『
歴
史
』

八
六
、

一
九
九

六
年
)
、
陳
香

「清
代
壷

湾
供
輸

福
建
的
兵
糧
與
春
穀

」
(
『
食
貨
』
復
刊

一
ー
六
、

一
九

七

一
年
)
、

王
世
慶

「
清
代
毫
濁
的
米
産
與

外
錆
」
・
「清
代
垂
湾

的
米
価
」
(『
清
代
嘉
湾
社
會
経
濟
』
、
台
北
聯
経
出
版

公
司
、

一
九
九
四
年
)
、
洪
美
齢

「清
代
毫
湾
封
福
建
供
輸

米
穀

關
係
之
研
究

(
　

)
」

(國

立
壼
溝
大
学
歴
史
研
究
所
修
士
論
文
、

一
九
七
八
年
)
、
楊
彦
木
…
「清
代
毫
湾
大
米
封
福
建
的
輸

入
-

以
兵
春

米
穀

為
中
心
」

(『
中
国
社
会
経
済
史
研
究
』

一
九
八
八
ー

一
)
、

馬
波

「清
代
閏
台
地
区
的
農
産
品
流
通
」

(『
中
国
歴
史
地
理
論
叢
』

一
九
九
四
ー

四
)
等

、
参

照
。

こ
れ
ら

の
研
究

に
お
い
て
、
台
運

と
商
船

活
動
と

の
関
連
に
対
す

る
考
察
は
殆
ど
史
料
豊
富

の
道
光
年
間
に
集
中
し
、
本
稿
で
検
討
す

る
乾
隆

・
嘉
慶
両
時
期

へ
の
考
察

は
少
な

い
。

(
3
)

陳
國
棟

「清
代
中
葉
度
門
的
海
上
貿
易

(
　

)
」

(『
中
國
海
洋
獲
展
史

論
文
集
』
第

四
輯
、
台
湾
中
央

研
究

院
、

一
九
九

一
年
)
八
八
頁
、
参

照
。
陳

氏
に
よ
る
と
、

牙
行

は
行
保

・
行

戸

・
行
商

・
船
行

・
船

保

・
税
行
等
と

い
う
呼
び
方
を
持

っ
て
い
る
と

い
う
。

台
運

に
関
連

す
る
史
料

に
は
、

行
保
と

い
う
言
葉
が
よ
く
現
れ

て
い
る
た
め
、
本
文
で
は
牙
行

の
こ
と
を
行
保
と
称
す
。

(
4
)

加
藤
繁

「清
代
福
建
江
蘇

の
船
行
に
就

い
て
」

(『
支
那
経
濟
史
考

証
』
下
巻
、

一
九

五
二
年
)
五
八
六
頁
と
五
九

一
頁
、
参
照
。

(
5
)

前
掲
註

(
1
)
三

一
頁
と
三
六
頁
、
参
照
。

(
6
)

『
宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
五
七
輯
、
乾
隆
四
八
年

(
一
七
八
三
)

一
〇
月
二

一
日
福
建
巡
撫
雅
徳
奏
、
七
七

二
頁
、
参
照
。

(
7
)

周
憲
文

『
壼
湾
経
濟
史
』
交
通
-
海
防
措
施

、
(壷
溝
開
明
書
店
、

一
九
八
〇
年
)

二
八
人
頁
。
台
湾
中
央
研
究
院
所
蔵
内

閣
大
庫

棺
案

、
乾
隆

五
三
年

九
月

一
四
日
の
内
閣
棺
案

(登
録
號
〇
九
八
六

一
=

)
、
参

照
。

(8
)

『
安
平
縣
雑
記
』
、
基
濁
海
防
臆

沿
革
、

(壼
溝
文
献
叢
刊
第

五
二
種
、
毫
鵜
銀
行
経
濟
研
究
室
編
印
、

一
九
五
八
年
)
三
九
頁
。

(
9
)

『
高
宗
實
録
』
巻

=
二
四
五
、
乾
隆

五
四
年

一
二
月
丁
亥

(二
四
日
)、
大
學
士
公
阿
桂
等
議
奏
閲
漸
練
督

覧
羅
伍
拉
納
等
奏
稻
、
参
照
。

(
10
)

加
藤
繁

「康
煕
乾
隆
時
代

に
お
け
る
満
洲
と
支
那
本
土
と

の
通
商

に

つ
い
て
」
、
前
掲

『
支
那
経
濟
史
考
証
』
下
巻
、
六
〇
〇
～

六
〇
二
頁
。

足
立
啓

二

「大
豆
粕
流
通
と
清
代

の
商
業
的
農
業
」
、

(『
東
洋
史
研
究
』
第

三
七
巻
第
三
號
、

一
九
七
八
年
)
三
九
～
四
〇
頁
、
参

照
。

(
11
)

劉
素
芥

「清
朝
中
葉
北
洋
的
海
運
」
、

(『
中
國
海
洋
獲
展
史
論
文
集
』
第
四
輯
、
台
湾
中
央
研
究
院

、

一
九
九

一
年
)

一
二
二
頁
、
参
照
。

(
12
)

松
浦
章

「清
代

に
お
け

る
沿
岸
貿
易
に

つ
い
て
ー
帆
船

と
商
品
流
通
1

」、

(『
明
清
時
代

の
政
治

と
社
会

』
、
京
都
大
學

人
文
科
學
研
究
所
、

一
九
八
三



年
)
、
同
氏
、

「清
代
福
建

の
海
船
業

に

つ
い
て
」
、
(『
東
洋
史

研
究
』
第

四
七
巻
第

三
号
、

一
九

八
八
年

)
、
同
氏
著

、
劉
序
楓
訳

「清

代
毫
湾
航

運
史
初

探
」
、

(『
台
北
文
献
』

一
二
五
期
、

一
九
九
人
年
)
等
参

照
。

(
13
)

山
本
進

「海
禁
と
米
禁
-
清
代
閲
漸
沿
海

の
米
穀
流
通
ー

」
、
(『
社
会
経
済
史
学

』、

五
五
-

五
、

一
九
人
九
年
)

一
〇
四
頁
。

(
14
)

安
南
夷
艇
と
票
牽
等

の
海
盗
事
件
に

つ
い
て
は
、

張
中
訓

「清
嘉
慶
年

間
閲
漸
海
盗

組
織
研
究
」
、

(『
中
國
海
洋
獲

展
史
論

文
集

』
第
二
輯

、
台
湾

中
央

研
究
院
、

一
九

八
六
年
)
、
彦
風
徳

「海
盗
與
海
難

・・清
代
閏
台
交

通
問
題
初
探
」
、

(『
壷
湾
史
探
索
』
、
嘉
溝
學
生
書

局
、

一
九
九
六
年
)
、
松
浦
章
著
、

劉
序
楓
訳

「清
代
的
海
上
貿

易
與
海
盗
」
、

(『
史
聯
雑
誌
』
第
三
〇

・
三

一
期
、

一
九
九
七
年
)
等
、
参

照
。

(
15
)

王
業
鍵

「清
代
経
濟
鯛
論
」
、
(『
食
貨
月
刊
』
復
刊
第

二
巻
、
第

一
一
期
、

一
九
七
三
年
)
六
～
人
頁
、
参

照
。

(
16
)

『
明
清
史
料
』
戊
編
、
第
六
本
、
閏
漸
総
督
江
志
伊
題
本
、

五
七
六
～

五
八
五
頁
、
参
照
。

(
17
)

『
東
華
績
録

選
輯
』
、
嘉
慶

=

年
五
月
庚
午

(
二
一二
日
)
、
諭
軍
機
大
臣
等
、

(壷
溝
文
献
叢
刊
第

二
七
三
種
、
毫

濁
銀
行
経
濟
研
究
室
編
印
、

一
九
六

八
年
)
、

一
六
五
頁
、
参
照
。

(
18
)

『
仁
宗
實
録
』
巻

二
二
六
、
嘉
慶

一
五
年
二
月
壬
寅

(
一
八
日
)
、
方
維
旬
等
奏
、
参
照
。

(
19
)

『
仁
宗
實
録
』
巻

二
二
九
、
嘉
慶

一
五
年

五
月
辛
巳

(二
人
日
)
、
諭
内

閣
方
維
旬
奏
、
参
照
。

(
20
)

『
明
清
史
料
』
戊
編
、
第

二
本
、
道
光
六
年

五
月

一
四
日
、
戸
部

「爲

内
閣
抄
出
閲
漸
総
督
孫
爾
準
奏
」
移
會
、

一
六
九
頁
、
参
照
。

(
21
)

『喝
璃
蘭
臆
志
』
巻

七
、
紀
文
、
陞
毫
膨
道
桐
城
挑
螢

の
簿
議
喝
璃
蘭
定

制
、

(皇
溝

文
献
叢
刊
第

一
六
〇
種
、
毫
溝
銀

行
経
濟

研
究
室
編
印
、

一
九
六

「
年
)
、
三
五
三
～
三
五
四
頁
、
参

照
。

(
22
)

『
度
門
志
』
巻
六
、
壷
運
略
、
(壼
溝
文
獣
叢
刊
第
九

五
種
、
壼
濁
銀
行
経
濟
研
究
室
編
印
、

一
九
六

一
年
)

一
九
〇
頁
、
参
照
。

(
23
)

『
福
建
省
例
』
、
倉
庫
例
、
配
運
毫
穀
條
款
章
程
、

(垂
濁
文
献
叢
刊
第

一
九
九
種
、
皇

溝
銀
行
経
濟
研
究
室
編
印
、

一
九
六
四
年
)
八
三
、
八

四
、
七

二
、
七
三
、
七
六
、
八
〇
頁
、
参
照
。

(24
)

『
仁
宗
實
録
』
巻
三
四
五
、
嘉
慶

二
十
三
年
九
月
戊
午

(
二
三

日
)
、
諭
内
閣
董
教
増
等
奏
、
参
照
。


